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一
橋
大
學
研
究
年
報
　
肚
會
學
研
究

　
三
　
中
外
通
商
の
大
勢
と
其
前
途

五
　
交
通
間
題

あ
と
が
き

　
註

六
二

　
　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

清
末
以
降
の
中
國
財
政
経
濟
の
窮
迫
に
、
國
中
之
を
論
ず
る
者
甚
だ
多
か
つ
た
が
、
嚴
復
亦
之
に
重
大
關
心
を
寄
せ
た
こ
と
は
、
彼
が
原
富
の
課
出

を
企
て
、
且
つ
其
案
語
が
特
に
町
檸
懇
切
で
あ
る
こ
と
を
見
て
も
之
を
推
察
す
る
こ
と
が
閏
來
る
。
本
稿
は
ひ
ろ
く
嚴
復
の
諸
著
を
渉
独
し
て
、
そ

の
随
所
に
散
見
す
る
中
國
財
政
紹
濟
關
係
の
主
要
な
論
議
を
拾
い
、
之
を
一
慮
系
統
づ
け
て
縄
め
上
げ
て
見
た
も
の
で
あ
る
。

財
政
問
題

　
　
　
　
　
　
　
一
　
中
國
財
政
の
窮
迫

　
　
原
當
の
第
五
〇
九
面
の
案
語
に
、

　
　
『
中
國
海
通
よ
り
以
來
、
威
（
豊
）
同
（
治
）
の
間
、
中
央
の
諸
公
頗
る
高
遠
の
計
垂
を
立
つ
。
天
津
江
南
の
製
造
局
、
輻
州
の
船
廠

　
　
は
其
尤
も
著
し
き
者
な
り
。
顧
る
に
之
を
爲
す
も
の
一
に
し
て
之
を
敗
る
も
の
十
、
途
に
事
設
け
ら
れ
て
三
十
鯨
年
、
一
の
實
効
の

　
　
指
す
べ
き
も
の
無
し
。
今
に
至
つ
て
職
守
の
且
ハ
を
治
む
る
に
、
猶
亘
額
の
國
督
を
費
し
て
以
て
西
人
の
鼻
息
を
仰
ぐ
。
太
息
之
に
過

　
　
ぐ
る
も
の
無
か
ら
ん
』

と
あ
る
が
、
廟
堂
の
當
道
大
官
と
難
も
、
口
に
は
時
務
洋
務
を
大
聲
疾
呼
す
る
も
、
實
は
財
政
の
道
に
通
ぜ
ず
、
総
じ
て
國
人
一
般
が
尤

も
近
代
國
家
の
財
政
の
知
識
に
昏
く
、
爲
め
に
事
毎
に
財
政
困
難
を
招
來
し
つ
つ
あ
る
あ
り
さ
ま
を
嘆
き
、
更
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し
は

　
　
『
今
日
の
中
國
、
財
政
を
知
ら
ざ
る
を
患
う
る
の
み
。
往
者
國
の
経
費
專
ら
之
を
地
丁
に
仰
ぐ
。
降
つ
て
關
視
海
権
（
海
關
）
の
設
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
く
は

　
　
あ
り
、
…
今
に
至
つ
て
は
乃
ち
國
用
の
根
幹
を
爲
す
。
逓
者
乃
ち
郵
政
を
設
く
、
此
亦
久
し
く
し
て
彌
ヒ
大
、
臆
度
す
ぺ
か
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ふ

　
　
る
者
な
り
。
鐵
路
既
に
通
ず
、
陸
権
必
ず
亘
か
ら
ん
。
故
に
理
財
を
知
ら
ざ
る
を
患
う
る
の
み
。
貧
は
必
し
も
中
國
の
患
に
非
る
な

　
　
り
。
國
家
常
に
至
重
の
利
椹
を
以
て
之
を
我
族
に
非
る
者
に
付
す
。
初
は
甚
だ
重
惜
せ
ず
し
て
之
を
棄
つ
。
三
十
年
に
及
ぱ
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
將
に
在
在
（
到
る
慮
）
皆
荊
棘
た
ら
ん
。
故
に
今
日
國
を
謀
る
も
の
』
過
ち
は
事
理
を
知
ら
ざ
る
に
在
り
』

と
言
う
。

　
斯
く
過
去
の
新
政
が
徒
ら
に
財
を
慶
費
し
て
實
利
無
き
も
の
で
あ
つ
た
ば
か
り
か
、
現
在
の
攣
法
自
強
を
説
く
者
と
難
も
、
只
軍
に
日

に
新
規
計
避
を
塘
添
す
べ
き
を
論
ず
る
の
み
で
、
一
も
「
薔
を
墜
ず
る
」
（
こ
れ
迄
の
も
の
を
改
善
改
革
す
る
）
こ
と
に
注
意
す
る
も
の
が
無

い
。
斯
く
て
は
新
政
未
だ
成
ら
ざ
る
に
、
財
政
已
に
破
綻
を
來
す
べ
き
は
當
然
で
あ
る
と
て
、
擬
上
皇
帝
萬
言
書
に
も
、

　
　
『
共
攣
法
圖
強
を
言
う
者
も
、
大
抵
皆
其
新
し
き
を
増
さ
ん
こ
と
を
務
め
て
未
だ
一
も
薔
を
攣
ず
る
を
言
わ
ず
。
夫
れ
國
家
歳
入
の

　
　
度
支
限
り
あ
り
、
而
し
て
新
政
の
日
に
増
し
て
窮
り
な
く
、
新
蕾
併
存
せ
ば
、
理
自
ら
蜴
藪
せ
ん
の
み
』

故
に
こ
の
財
政
困
難
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
蕾
政
を
除
き
、
其
経
費
を
新
政
に
融
通
す
る
、
印
ち
「
除
醤
布
新
、
相
因

爲
用
」
以
外
に
方
法
は
無
い
。
然
る
に
こ
の
賭
や
す
か
る
ぺ
き
道
理
を
だ
に
人
は
皆
　
え
な
い
。
鼓
に
今
日
の
こ
の
財
政
窮
迫
の
ま
ず
ひ

と
つ
の
原
因
は
あ
る
と
嚴
復
は
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
國
債
問
題
の
重
大
性

　
日
く
、
財
政
既
に
斯
く
の
如
く
窮
迫
せ
る
に
、
之
に
加
う
る
に
叉
「
骨
髄
を
敲
剥
す
る
」
底
の
國
債
の
問
題
が
あ
り
、
殆
ん
ど
「
中
國

　
　
　
　
　
巌
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

の
財
力
を
蜴
盤
」
せ
ず
ん
ぱ
や
ま
ざ
ら
ん
と
す
る
駄
態
で
あ
る
。
爾
腱
國
債
と
い
う
が
如
き
も
の
は
、
歴
來
の
中
國
に
は
曾
つ
て
無
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

た
所
で
、
同
治
以
前
に
は
邊
境
の
事
端
屡
≧
起
つ
て
は
い
る
が
、
賠
す
と
こ
ろ
の
軍
備
は
中
國
自
髄
の
財
力
で
猫
優
に
之
を
支
辮
す
る
に

足
り
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
甲
午
庚
子
二
役
以
後
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
『
則
ち
洋
債
を
畢
げ
て
以
て
賠
償
す
。
財
を
外
國
に
借
り
、
他
日
和
議
既
に
威
る
や
、
外
人
を
以
て
我
計
柄
（
財
政
の
椹
限
）
を
操
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
し
め
、
賦
視
を
囁
（
劃
）
し
て
以
て
貸
者
の
歳
牧
と
し
、
年
に
敷
千
万
の
無
名
の
賦
を
櫓
す
。
左
手
に
取
り
て
之
を
右
手
に
鼻
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
な
り
。
直
に
（
こ
れ
ま
つ
た
く
）
吾
國
民
の
衣
食
の
資
を
奪
つ
て
以
て
謀
國
不
減
（
政
治
の
貧
困
）
を
償
う
も
の
た
る
の
み
』

而
も
、
中
國
の
國
債
の
大
部
分
は
外
國
よ
り
の
借
款
で
あ
る
。
然
る
に
外
國
の
中
國
に
貸
興
す
る
金
な
る
も
の
は
、
實
は
多
く
中
國
人
の
、

外
國
銀
行
へ
の
預
金
で
あ
る
。
蓋
し
國
民
が
自
國
の
財
政
を
信
ぜ
ず
、
却
つ
て
外
人
を
信
用
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
斯
く
て
外
人
は
中
國

人
の
金
を
中
國
政
府
に
貸
し
、
此
に
接
つ
て
敷
々
の
構
釜
を
獲
得
し
、
延
い
て
は
我
財
政
構
ま
で
も
掌
握
し
よ
う
と
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ

る
と
て
、

　
　
『
敷
載
以
來
、
國
亦
多
故
（
事
故
が
多
く
）
、
工
商
業
は
振
わ
ず
、
而
も
國
債
い
よ
い
よ
重
し
、
且
つ
そ
の
債
は
民
に
借
る
に
非
る
な
り
。

　
　
官
之
を
外
國
に
借
り
、
外
國
は
轄
じ
て
之
を
我
民
に
借
る
も
の
こ
れ
あ
り
奥
。
（
蓋
し
）
民
は
官
を
侍
む
こ
と
無
く
、
而
し
て
外
國
は

　
　
中
國
に
畏
る
る
所
無
き
の
故
な
り
。
往
者
亦
嘗
つ
て
之
を
民
に
借
る
も
の
あ
り
、
則
ち
昭
信
股
票
（
中
國
最
初
の
公
債
の
名
、
光
緒
二
四

　
　
年
正
月
螢
行
、
一
億
爾
、
年
利
五
分
）
こ
れ
な
り
。
然
れ
ど
も
事
甚
だ
不
成
績
に
終
始
せ
り
。
和
議
十
二
款
出
で
國
家
の
通
負
盆
｝
深
し
。

　
　
後
の
財
政
は
必
ず
將
に
釜
－
外
國
の
干
渉
の
下
に
立
つ
に
到
ら
ん
。
…
…
墨
に
謂
え
る
こ
と
あ
り
、
「
法
終
に
當
に
墜
ず
べ
き
も
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
國
人
の
手
に
憂
ぜ
ら
れ
ず
し
て
將
に
外
人
の
手
に
愛
ぜ
ら
れ
ん
と
す
」
と
。
昔
其
語
を
聞
き
今
其
事
を
見
る
。
』



、

と
論
じ
、
且
つ
も
と
國
債
な
る
も
の
は
、
其
自
膿
強
ち
悪
い
も
の
で
は
な
い
、
只
其
辮
理
如
何
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
、

　
　
『
往
者
英
㌧
淘
．
常
に
吾
國
に
倍
す
る
債
を
學
げ
て
、
而
も
爾
國
皆
其
を
以
て
軍
族
を
整
え
、
工
業
を
振
興
し
、
拓
民
移
民
の
利
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
而
し
て
吾
は
則
ち
債
を
畢
げ
て
敵
國
へ
の
賠
償
の
費
と
す
。
故
に
彼
は
償
を
畢
げ
て
以
て
利
し
、
我
は
債
を
畢
げ
て
以
て
害
す
』

る
と
い
う
事
態
を
招
來
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
心
し
て
之
が
更
張
を
計
る
に
非
れ
ば
、
國
蓮
將
に
外
人
の
手
に
操
ら
れ
る
に
至
る
で

あ
ろ
う
と
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
賦
視
の
弊

　
國
家
の
牧
入
は
賦
視
を
以
て
主
と
す
る
。
然
ら
ば
民
の
納
む
る
所
悉
く
國
庫
に
入
り
、
賦
視
徴
牧
の
爲
に
費
す
所
は
少
け
れ
ば
少
い
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ミ
ツ
ゾ
ヨ
ン

望
ま
し
い
わ
け
で
あ
る
。
反
之
、
徴
牧
機
關
干
係
の
官
吏
の
中
飽
・
横
領
の
如
き
は
、
こ
れ
國
民
よ
り
取
る
と
こ
ろ
至
つ
て
多
く
、
而
も

國
庫
に
入
る
も
の
至
つ
て
少
か
ら
し
め
る
も
の
、
洵
に
賦
視
最
大
の
弊
害
で
あ
る
。
然
る
に
中
國
の
賦
視
は
比
々
と
し
て
皆
然
ら
ざ
る
は

な
い
と
て
、
原
當
部
戊
篇
二
の
中
で
嚴
復
は
、
先
ず
漕
米
干
係
の
弊
害
を
畢
げ
て
は
、

　
　
『
大
抵
中
國
賦
視
の
事
、
下
に
取
る
こ
と
至
つ
て
多
く
、
而
も
府
庫
に
納
る
も
の
至
つ
て
寡
し
の
二
語
に
盤
く
。
顧
う
に
其
弊
漕
運

　
　
（
南
方
よ
り
の
年
貢
米
を
北
京
に
途
る
i
之
を
換
金
し
て
逡
る
を
「
折
漕
」
と
云
う
、
諸
々
の
弊
あ
り
）
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
而
し
て
論
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
一
た
び
折
漕
を
言
わ
ば
、
衆
難
蜂
起
す
。
則
ち
正
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
氏
の
所
謂
監
督
官
司
皆
其
制
の
沿
つ
て
（
從
來
の
し
き
た
り
の

　
　
儘
で
）
革
ま
ら
ざ
る
を
願
う
な
り
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
び
ら

と
言
つ
て
い
る
が
、
中
國
の
賦
視
徴
牧
で
は
、
「
公
開
の
秘
密
」
で
あ
る
「
把
持
中
飽
」
以
外
に
、
爾
完
全
に
「
公
開
」
的
で
あ
る
と
ア
一
ろ

の
中
飽
が
あ
る
。
他
な
し
即
ち
牙
曾
な
る
も
の
こ
れ
で
あ
る
。
其
他
萱
金
の
弊
、
更
に
外
人
の
中
國
税
政
掌
握
の
如
き
、
亦
大
弊
の
尤
な

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
一
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杜
會
學
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六
六

る
も
の
で
あ
る
と
、
特
に
此
等
を
翠
げ
て
次
の
如
く
論
ず
る
。

　
L
　
麓
　
　
金
　
　
日
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ

　
　
『
萱
金
は
天
下
の
弊
政
な
り
。
吾
と
外
洋
と
加
視
の
こ
と
を
議
す
る
や
、
英
人
常
に
言
う
、
「
中
國
の
抽
董
は
病
え
ず
、
抽
（
徴
粉
）
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
る
所
の
輕
重
亦
抑
｝
其
次
な
り
。
但
だ
商
人
（
資
）
本
を
出
し
て
貨
を
行
る
、
必
ず
示
す
に
一
定
の
視
則
を
以
て
せ
ば
、
以
て
利
盆

　
　
の
計
算
も
可
能
と
な
り
、
彪
折
（
峡
損
）
に
至
ら
ず
。
而
し
て
中
國
は
十
里
に
し
て
一
ヤ
、
百
里
に
し
て
一
牙
、
疎
密
輕
重
毫
も
定
制

　
　
無
し
」
と
。
夫
れ
民
に
取
る
に
（
定
）
制
あ
る
は
又
百
王
の
通
議
な
り
。
且
つ
民
に
賦
す
る
に
法
無
く
ん
ば
則
ち
上
の
釜
す
る
所
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
限
り
あ
り
、
而
も
下
の
損
す
る
所
極
め
て
多
か
ら
ん
。
天
下
を
合
せ
て
之
を
計
ら
ば
、
國
財
の
無
形
に
耗
う
者
少
か
ら
ざ
る
べ
し
。
』

　
Z
牙
課
牙
課
と
は
、
政
府
が
一
定
額
の
税
牧
額
を
定
め
、
有
力
者
を
し
て
承
撹
（
請
負
）
せ
し
め
、
其
以
上
の
額
外
徴
牧
額

は
す
べ
て
承
撹
者
の
利
得
と
す
る
も
の
、
從
つ
て
、
所
謂
「
下
に
取
る
も
の
多
く
、
而
も
府
庫
に
納
る
も
の
寡
き
」
も
の
㌧
典
型
的
な
も

の
で
あ
り
、
政
府
に
と
つ
て
釜
な
く
、
民
生
を
損
う
こ
と
大
な
り
し
は
、
か
く
れ
な
き
事
實
で
あ
つ
た
。
故
に
嚴
復
は
之
を
論
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
と

　
　
『
中
國
の
貨
物
の
税
、
幾
ん
ど
一
と
し
て
牙
課
に
非
る
無
し
。
夫
れ
牙
課
と
は
何
ぞ
や
、
上
一
定
の
額
征
を
取
り
、
几
そ
蘇
り
あ
ら
ば

　
　
則
ち
承
く
る
者
（
請
負
人
）
の
利
と
な
る
こ
と
是
な
り
。
之
を
中
飽
と
謂
い
、
是
を
牙
檜
と
云
う
。
而
し
て
中
國
の
税
、
中
飽
せ
ず
牙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

　
　
倫
せ
ざ
る
者
は
誰
ぞ
や
。
夫
れ
盤
課
の
大
な
る
固
よ
り
論
無
し
、
（
其
）
他
各
口
（
港
）
の
妙
關
、
各
省
の
驚
ヤ
、
之
を
圭
る
者
の
名

　
　
は
官
た
り
と
難
も
、
其
實
は
皆
牙
愴
の
み
。
こ
れ
中
國
の
賦
視
其
大
弊
の
不
藪
に
蹄
し
、
多
く
は
沮
梗
せ
ら
れ
、
國
に
利
無
く
民
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
大
損
た
る
所
以
な
り
。
』

と
◎



　
翫
　
外
人
の
中
國
視
櫃
掌
握
　
　
中
國
政
府
洵
に
事
理
を
　
ぜ
ず
、
剰
え
括
然
視
櫨
を
外
人
の
手
に
委
ぬ
る
が
如
き
愚
を
敢
て
し
て
し

ま
つ
た
。
是
に
於
て
乎
、
一
國
の
通
商
輸
出
入
の
視
、
皆
そ
の
聾
断
す
る
所
と
な
る
。
試
み
に
看
よ
、
海
禁
開
け
て
よ
り
以
來
、
茶
葉
の

外
國
に
輸
出
さ
る
る
も
の
甚
だ
多
い
が
、
然
も
課
す
る
に
重
視
を
以
て
し
、
宛
然
輸
出
を
禁
絶
す
る
に
ひ
と
し
く
、
覧
に
あ
た
ら
茶
業
不

振
の
結
果
を
招
來
す
る
に
至
つ
て
い
る
。
こ
れ
我
に
視
構
無
き
が
故
で
あ
る
。
外
人
が
長
く
我
視
制
を
左
右
す
る
な
ら
ば
、
一
事
は
萬
事

で
、
中
國
の
産
業
は
永
久
に
振
興
の
希
望
は
有
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も

　
　
『
視
制
な
る
者
は
、
夫
々
の
國
を
有
ち
土
を
有
つ
も
の
の
專
椹
た
り
。
而
し
て
我
は
則
ち
進
出
（
輸
出
入
）
の
税
、
塘
減
せ
ん
と
欲
せ

　
　
ぱ
、
こ
れ
を
諸
條
約
國
に
請
う
て
而
る
後
行
う
。
國
の
官
事
、
楚
材
晋
用
の
こ
と
は
古
今
之
あ
り
。
然
れ
ど
も
未
だ
監
椹
の
政
之
を

　
　
他
國
の
官
吏
に
付
す
る
は
聞
か
ざ
る
な
り
。
且
つ
古
今
各
國
の
外
人
を
用
う
る
や
、
必
ず
其
人
本
籍
を
棄
て
て
仕
う
る
國
に
從
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
功
賞
過
罰
以
て
之
を
其
人
の
身
に
加
う
べ
し
。
其
策
名
し
て
之
に
政
を
授
く
る
に
方
つ
て
は
、
盟
誼
の
禮
あ
り
、
易
服
の
制
あ
り
、

　
　
故
に
異
（
國
の
）
産
た
り
と
錐
も
、
其
人
則
ち
用
う
べ
し
。
而
し
て
今
や
則
ち
我
至
重
の
視
制
の
利
椹
を
執
る
者
に
し
て
、
其
人
は

　
　
則
ち
猫
敵
國
の
臣
子
の
如
し
。
操
る
所
は
我
國
の
政
柄
に
し
て
、
封
爵
は
其
本
國
に
受
け
、
嚴
約
秘
章
を
立
て
、
吾
國
人
の
其
属
と

　
　
な
り
其
藩
籠
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
、
而
し
て
其
監
す
る
所
の
税
、
叉
其
本
國
の
者
十
に
八
九
な
り
。
鳴
呼
、
こ
れ
眞
に
ス
、
・
・
ス
氏
稻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
す
る
所
の
有
史
以
來
人
倫
僅
か
に
見
る
こ
と
に
燭
す
』

と
痛
嘆
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四
　
改
革
方
案

　
中
國
の
國
家
財
政
か
く
の
如
く
窮
迫
し
、
賦
視
亦
か
く
の
如
き
諸
弊
に
堕
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
其
改
進
の
道
如
何
、
日
く

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
繧
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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八

　
　
『
今
日
中
國
の
時
勢
、
最
も
困
難
な
る
は
國
用
の
不
足
な
り
。
外
侮
に
鉗
し
て
は
、
武
備
は
誠
に
修
め
ざ
る
ぺ
か
ら
ず
。
而
し
て
兵
の

　
　
も
の
た
る
、
固
よ
り
清
耗
の
尤
な
る
も
の
な
り
。
然
ら
ぱ
則
ち
賦
を
加
え
ん
か
。
夫
れ
賦
は
固
よ
り
已
に
加
う
。
（
長
）
髪
（
賊
）
捻

　
　
（
匪
）
の
鼠
則
ち
螢
金
あ
り
、
甲
午
敗
れ
て
東
は
倭
（
日
本
）
に
償
い
、
庚
子
餅
れ
て
西
は
欧
に
償
う
。
数
た
る
十
鯨
萬
萬
（
＋
係
億
）
、

　
　
時
た
る
三
四
十
年
、
億
兆
の
膏
脂
を
し
ぽ
り
、
仰
い
で
父
母
に
事
え
、
子
孫
を
長
養
す
る
所
以
の
者
を
以
て
之
を
海
外
に
致
す
。
其
■

　
　
由
つ
て
來
る
も
の
は
則
ち
專
制
政
府
の
失
敗
に
在
り
。
骨
を
敲
き
髄
を
吸
い
、
蝕
す
所
幾
何
ぞ
や
。
乃
ち
今
に
し
て
猫
賦
を
加
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ど

　
　
を
言
う
、
忍
び
ん
や
。
然
り
と
雛
も
、
賦
は
加
う
べ
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
特
制
の
如
何
の
み
。
も
し
民
椹
を
参
用
せ
ば
、
民
公
産

　
　
の
危
き
、
私
家
を
殿
る
と
難
も
救
わ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
。
其
法
を
立
つ
る
や
之
を
爲
す
に
代
表
の
議
院
を
以
て
し
、
其
法

　
　
を
行
う
や
之
に
責
む
る
に
自
治
の
地
方
を
以
て
す
。
こ
れ
其
財
を
出
す
も
民
自
ら
之
を
徴
す
る
な
り
。
則
ち
出
す
所
重
し
と
難
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た
く

　
　
以
て
副
る
こ
と
無
か
る
べ
し
。
然
り
而
し
て
政
府
は
所
之
を
爲
さ
ず
、
民
構
を
牧
め
て
助
け
と
せ
ず
。
日
く
、
匠
々
た
る
者
我
將

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
に
自
ら
之
を
取
ら
ん
と
す
と
。
吾
其
往
く
と
し
て
藪
か
ざ
る
無
き
を
見
る
な
り
夷
』

と
。
其
意
は
、
從
來
の
如
き
専
制
國
家
態
勢
を
以
て
し
て
は
、
人
民
の
職
責
は
租
視
を
納
め
て
共
上
に
供
す
る
に
在
り
、
そ
れ
が
用
途
に

至
つ
て
は
問
う
所
、
ま
た
問
い
得
る
所
に
あ
ら
ず
。
其
取
立
て
に
し
て
嚴
し
か
ら
ん
に
は
、
人
民
必
ず
李
か
な
ら
ず
、
所
謂
「
上
下
交
々

失
う
政
」
道
と
な
る
。
之
に
反
し
て
若
し
夫
れ
法
を
憂
じ
て
立
憲
制
を
と
り
、
議
會
政
治
を
行
わ
ぱ
、
人
民
そ
の
國
を
視
る
こ
と
我
家
の

如
く
、
國
家
を
愛
護
し
自
由
を
貴
ぶ
の
故
に
賦
視
を
出
す
こ
と
を
吝
ま
ず
、
こ
の
故
に
今
視
制
を
整
理
し
、
延
い
て
國
家
財
政
を
整
頓
し

よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
須
く
民
権
を
伸
張
し
、
代
表
の
議
院
を
設
く
る
こ
と
こ
そ
、
抜
本
湖
源
的
且
つ
最
も
合
理
的
補
救
方
策
で
あ
る

と
云
う
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

更
に
彼
は
砦
議
盃
煙
賦
馨
る
あ
の
肇
は
、
輩
人
間
蕃
の
暮
を
響
雰
蕃
袈
す
る
．
蓋
註
會
暴

て
、
日
夜
糟
馨
楓
養
の
こ
と
に
濃
頭
す
る
一
般
人
民
は
、
全
杜
會
の
秩
序
を
維
持
し
、
其
安
全
と
編
利
を
計
る
暇
は
無
い
。
こ
㌧
に
國
家
．

君
主
●
官
僚
が
設
け
ら
れ
、
職
と
し
て
其
方
面
の
事
に
任
じ
、
人
民
は
共
に
賦
税
を
出
し
て
其
進
行
を
鷺
け
る
組
織
が
出
來
上
つ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い

あ
る
。
然
る
に
時
代
と
共
に
其
本
來
の
意
義
は
忘
れ
ら
れ
、
君
主
は
全
國
全
財
富
の
所
有
者
で
あ
り
、
一
切
百
姓
は
君
主
所
有
の
財
脚
口
田
の

お
鵬
に
よ
つ
て
生
活
す
る
も
の
で
あ
る
、
從
つ
て
君
主
に
は
人
民
に
封
し
て
必
要
な
ら
ぱ
無
制
限
に
賦
視
を
徴
牧
出
來
る
構
能
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
斯
く
の
如
く
看
來
れ
ば
、
民
構
の
確
立
視
法
の
改
革
と
云
う
も
、
畢
覧
杜
會
の
合
理
的
干

係
・
合
理
的
賦
視
制
度
を
恢
復
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
と
云
う
。
印
ち
原
富
部
戊
篇
二
の
裡
に
、

　
　
『
夫
れ
賦
税
貢
助
の
國
民
の
公
職
（
義
務
）
た
る
所
以
は
、
其
義
蓋
し
分
業
に
本
づ
く
。
民
生
れ
て
群
（
肚
會
）
あ
り
、
軍
な
る
群
は
以

　
　
て
相
保
つ
に
足
ら
ず
、
於
是
乎
國
家
君
吏
の
設
あ
り
。
國
家
君
吏
な
る
者
は
、
民
群
を
治
む
る
所
以
な
り
。
人
を
治
む
る
者
は
勢
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
自
ら
能
わ
ず
、
於
是
乎
人
に
治
め
ら
る
㌧
人
に
養
わ
る
。
而
し
て
凡
そ
一
群
の
資
る
所
の
公
利
、
國
（
邊
境
）
を
守
る
が
若
き
、
道
徐

　
　
（
道
路
）
の
若
き
・
學
校
の
若
き
、
身
家
の
保
た
る
る
所
以
、
人
道
の
辱
ば
る
、
所
以
、
相
す
く
う
て
以
て
生
く
る
、
皆
必
ず
財
の
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
　
を
待
つ
て
而
し
て
後
畢
が
る
。
故
に
目
く
賦
税
貢
助
な
る
者
は
、
國
民
の
公
職
（
義
務
）
な
り
と
。
向
き
に
は
民
を
し
て
散
じ
て
群
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
た
も

　
　
爵
ら
ず
、
而
し
て
人
々
カ
は
以
て
自
ら
衛
る
に
足
り
、
智
は
以
て
其
慮
に
有
つ
べ
き
所
を
守
る
に
足
ら
し
め
ば
、
則
ち
勢
い
國
家
に

　
　
俊
つ
た
こ
と
無
か
ら
ん
。
騨
う
に
そ
れ
勢
い
能
わ
ざ
る
な
り
。
於
是
分
業
の
公
理
を
以
て
群
を
保
つ
。
業
分
れ
て
費
省
け
職
異
り
て

　
　
事
精
な
り
。
必
ず
慰
の
如
く
に
し
て
後
群
和
（
肚
會
の
調
和
）
途
げ
ら
る
㌧
な
り
。
故
に
國
家
君
吏
の
治
衆
駅
兵
の
構
あ
る
、
ま
た
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ろ
そ

　
　
家
君
吏
の
責
視
螢
役
の
椹
あ
る
、
此
を
外
に
し
て
は
則
ち
残
賊
た
り
。
而
し
て
世
人
其
事
に
狂
れ
其
理
に
忽
か
に
し
て
、
乃
ち
謂
い

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
杜
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
　
て
天
子
は
萬
方
に
玉
食
す
と
爲
し
、
而
し
て
黎
民
は
毛
を
食
い
土
を
践
む
と
爲
す
に
至
る
。
則
ち
其
然
る
を
見
て
其
然
る
所
以
を
知

　
　
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
』

と
も
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

二
　
銭
幣
問
題

　
中
國
の
鏡
幣
問
題
に
就
い
て
も
、
原
富
の
そ
れ
ぞ
れ
干
係
あ
る
箇
慮
に
於
て
關
説
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
幣
制
の
不
統
一

　
原
富
部
丁
篇
三
の
中
で

　
　
『
假
に
も
し
人
有
り
て
濾
（
上
海
）
よ
り
免
款
し
て
津
（
天
津
）
に
入
る
に
、
但
だ
載
す
る
所
の
鉄
雨
を
執
り
て
索
む
る
を
爲
し
、
規
元

　
　
公
硅
行
關
の
諸
李
（
は
か
り
）
の
異
（
同
）
を
問
わ
ず
と
せ
ん
か
、
則
ち
其
人
病
狂
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
ら
ん
夷
』

と
言
つ
て
い
る
。
當
時
中
國
各
埠
の
銀
鐘
は
皆
「
爾
」
を
以
て
軍
位
と
し
た
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
併
し
「
爾
」
は
實
際
に
於
て
は
ノ

、
、
、
ナ
ル
な
軍
位
で
あ
り
、
普
通
通
用
し
た
の
は
や
は
り
銀
元
で
あ
り
、
そ
の
紙
幣
で
あ
つ
た
。
故
に
甲
埠
よ
り
乙
埠
に
爲
替
を
組
む
揚
合
、

甲
埠
に
於
て
先
ず
銀
元
を
幾
爾
幾
鐘
（
も
ん
め
”
爾
の
＋
分
ノ
［
）
と
換
算
し
て
受
取
る
の
で
あ
る
が
、
た
穿
一
爾
と
云
う
も
甲
地
で
は
一

元
三
角
幾
分
と
計
算
せ
ら
れ
、
乙
地
に
於
て
は
一
元
四
角
幾
分
と
し
て
計
算
さ
れ
る
、
又
同
一
の
地
に
於
て
も
日
に
よ
つ
て
其
相
揚
は
一

定
で
な
い
。
從
つ
て
爲
替
を
取
組
む
も
の
は
涯
費
（
爲
替
料
）
以
外
に
換
算
率
に
よ
る
損
失
を
蒙
る
こ
と
が
屡
ー
あ
る
と
云
う
風
で
あ
つ
（
混
。

加
之
、
甲
地
の
貨
幣
が
乙
地
に
於
て
通
用
せ
ず
、
甲
地
の
通
貨
を
乙
地
に
途
金
す
る
際
に
は
多
額
の
折
和
（
割
引
）
を
要
す
る
等
べ
同
一



國
内
に
於
て
此
の
如
き
不
便
と
煩
項
が
あ
つ
た
。
嚴
復
は
其
状
況
と
弊
筈
を
指
摘
し
て
之
が
改
良
を
主
張
し
た
課
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
銀
　
本
　
位

　
近
世
金
銀
偵
の
攣
動
に
つ
れ
て
、
各
國
相
率
い
て
皆
銀
本
位
制
を
棄
て
、
金
本
位
制
に
改
め
て
行
つ
た
が
、
ひ
と
り
中
國
が
依
然
改
慶

に
努
力
せ
ざ
る
を
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い

　
　
『
各
國
既
に
金
準
（
本
位
）
を
用
い
、
而
し
て
中
國
は
攣
ぜ
ず
。
其
病
を
受
く
る
の
大
、
終
に
止
る
所
あ
ら
ん
や
。
而
し
て
一
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し

　
　
（
急
に
）
銀
を
棄
て
て
金
に
從
わ
ん
と
欲
す
る
も
力
又
逮
ば
ず
。
此
事
關
す
る
所
極
め
て
亘
い
な
り
、
上
は
朝
廷
の
制
豫
よ
り
下
は

　
　
　
　
　
と
り
ひ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
商
買
の
交
通
に
至
る
ま
で
、
皆
其
害
を
蒙
る
。
宏
濟
に
心
あ
る
者
廣
く
覧
て
之
を
熟
簿
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
』

と
言
う
。
當
時
中
國
は
、
貿
易
に
於
て
ず
つ
と
輸
入
超
過
を
つ
づ
け
、
且
つ
多
額
の
外
債
を
抱
え
て
い
た
。
故
に
年
々
歳
々
多
額
の
銀
の

國
外
流
出
が
あ
り
、
叉
各
國
の
金
本
位
制
採
用
に
よ
つ
て
銀
慣
は
下
落
し
、
二
重
の
意
味
で
中
國
は
不
利
の
立
場
に
立
つ
て
い
た
。
嚴
復

が
改
慶
を
提
侶
し
た
所
以
で
あ
る
。
只
、
然
ら
ば
之
を
直
ち
に
金
本
位
に
改
む
べ
き
か
、
或
い
は
又
金
爲
替
本
位
と
す
べ
き
か
等
に
就
て

は
、
彼
は
具
腱
的
方
策
は
提
出
し
て
い
な
い
。
僅
か
に
前
述
の
如
く
、
「
廣
く
覧
て
熟
簿
」
す
べ
き
で
あ
る
と
言
つ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

の
は
聯
か
寂
蓼
感
を
抱
か
し
め
ず
に
は
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
田
賦
官
豫
の
不
合
理

　
原
富
部
乙
篇
二
中
に
於
て
、
嚴
復
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
『
中
國
今
日
易
中
の
患
最
も
烈
し
。
且
ら
く
其
鯨
に
及
ぶ
（
言
及
す
る
）
ま
で
も
無
く
、
但
だ
田
賦
官
豫
を
以
て
之
を
言
う
も
則
ち
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く

　
　
る
可
し
夷
。
夫
れ
忠
信
重
豫
は
士
を
勧
む
る
所
以
、
國
に
し
て
未
だ
隷
以
て
其
私
（
生
活
）
を
皿
う
に
足
ら
ず
、
而
も
人
に
責
む
る
に

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
鰹
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
肚
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
七
二

　
　
廉
潔
職
を
奉
ず
る
を
以
て
す
ぺ
き
も
の
あ
ら
ざ
る
な
り
。
其
人
他
道
を
以
て
自
ら
輔
く
る
に
至
つ
て
、
吏
治
爾
問
う
可
け
ん
や
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

　
　
の
西
人
が
我
が
内
政
を
言
う
や
～
威
中
國
官
吏
の
廉
恥
無
き
を
謂
い
て
喀
笑
唾
罵
至
ら
ざ
る
所
無
し
。
鳴
呼
、
堂
眞
に
中
國
貧
泉
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
ら
ん
や
。
國
家
元
明
の
制
豫
に
沿
り
、
時
殊
な
り
世
異
る
已
に
五
百
年
な
る
も
而
も
其
易
中
を
用
い
て
改
め
ず
。
故
に
詔
精
の
言
を

　
　
以
て
今
日
の
仕
う
る
者
を
し
て
廉
な
ら
し
め
ん
と
す
る
も
、
必
ず
人
に
非
ず
し
て
後
可
な
る
の
み
』

と
言
つ
て
い
る
。
蓋
し
中
國
は
既
に
銀
を
以
て
本
位
と
す
る
も
、
而
も
銀
の
償
値
は
時
代
に
よ
つ
て
憂
動
し
、
幾
百
年
前
と
幾
百
年
後
と

で
は
、
銀
の
債
値
は
非
常
な
相
違
を
生
じ
て
い
る
。
然
る
に
中
國
の
田
賦
官
豫
は
飽
く
ま
で
も
数
百
年
來
の
成
法
を
墨
守
し
て
敢
え
て
之

を
攣
更
し
よ
う
と
し
な
い
。
清
の
田
賦
官
豫
は
元
明
の
蕾
に
依
つ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
官
吏
に
廉
潔
を
責
む
る
の
は
無
理
で
あ
り
、
又
其

こ
と
が
國
家
の
政
制
民
風
に
も
種
々
の
悪
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
之
を
如
何
に
改
革
す
る
か
。
曰
く
、
先
ず
貨
幣
慣
値
攣
動
の
差
率
を
求
め
、
物
債
指
数
を
算
出
し
、
其
に
準
撮
し
て
年
々
の
官

豫
田
賦
を
酌
定
し
、
斯
く
て
田
賦
官
録
の
適
正
を
謀
る
こ
と
が
出
來
れ
ば
、
爾
他
す
べ
て
の
度
支
計
算
も
亦
之
に
比
例
し
て
上
下
す
る
が

よ
い
と
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ど

　
　
『
其
術
國
中
の
百
産
を
取
り
、
毎
歳
の
李
債
之
を
表
に
列
し
、
十
年
以
往
前
後
相
方
れ
ば
、
易
中
の
情
粗
得
べ
し
。
之
を
爲
す
こ
と
既

　
　
に
久
し
く
、
曲
線
に
於
て
推
知
す
べ
き
に
至
つ
て
、
然
る
後
之
に
篠
つ
て
田
賦
官
豫
を
定
め
、
易
中
と
進
退
相
（
均
）
衝
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
田
賦
官
豫
既
に
定
ま
ら
ば
、
則
ち
其
他
の
度
支
皆
比
例
し
て
升
降
せ
し
む
べ
し
、
こ
れ
當
今
の
世
の
急
務
な
り
。
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
エ
ン
ン
ユ
ウ

現
時
中
共
下
に
於
け
る
、
か
の
「
分
数
」
制
の
如
き
も
、
思
想
と
し
て
は
こ
」
に
も
一
つ
の
先
縦
乃
至
素
地
が
見
出
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四
妙
業
の
棄
胤



　
曰
く
、
紗
即
ち
紙
幣
は
、
甚
だ
便
利
な
も
の
で
あ
る
。
印
ち

　
『
治
化
の
天
演
日
に
深
く
、
商
群
（
商
業
杜
曾
）
の
愚
遷
日
に
廣
し
。
易
中
の
物
た
る
、
專
ら
三
品
（
金
．
銀
．
銅
）
を
用
い
ん
と
欲
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
び

　
　
る
も
能
わ
ず
。
多
く
ば
則
ち
滞
重
に
し
て
以
て
軸
楡
し
難
し
、
一
な
り
。
秤
量
計
敷
繁
預
に
し
て
姦
を
啓
く
、
二
な
り
。
藏
弄
（
密

　
　
藏
）
弊
ら
（
周
裂
ら
）
ず
ん
ば
・
．
軌
す
輪
盗
を
寧
、
三
奮
．
几
そ
詫
皆
三
品
泉
幣
の
短
と
す
る
所
た
り
棄
．
養
な
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ど
こ

　
　
あ
り
、
楮
幣
製
螢
（
紙
幣
襲
行
）
の
多
寡
は
明
に
感
じ
立
ろ
に
具
わ
る
。
通
商
盛
大
の
匠
、
貿
易
進
退
潮
汐
の
如
し
。
然
れ
ど
／
其
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち

　
　
中
に
待
つ
あ
る
や
時
に
急
に
し
て
時
に
緩
な
り
。
三
品
の
幣
は
鋳
造
に
時
を
需
い
、
市
業
を
し
て
必
ず
此
を
待
つ
て
而
し
て
後
通
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ロ

　
　
し
め
ぱ
、
則
ち
常
に
及
ば
ざ
る
の
勢
な
り
』

且
つ
紙
幣
は
能
く
滞
財
を
流
通
せ
し
め
徒
ら
に
硬
貨
を
死
藏
す
る
の
害
を
免
れ
し
む
る
効
が
あ
る
。

　
　
『
紗
業
の
利
は
滞
財
を
流
通
せ
し
む
る
に
取
る
。
腐
か
に
か
つ
て
謂
え
ら
く
、
滞
財
の
貧
を
致
す
、
其
害
奢
修
よ
り
も
烈
し
と
。
昔

　
　
日
の
印
度
、
今
日
の
中
國
、
富
庶
の
國
を
以
て
貧
乏
の
形
あ
る
は
害
端
こ
こ
に
あ
り
。
之
を
大
に
し
て
は
則
ち
國
家
の
府
庫
、
官
司

　
　
の
度
支
・
之
を
小
に
し
て
は
則
ち
商
質
の
嚢
豪
聞
閻
の
蓋
藏
、
往
く
と
し
て
不
生
不
息
の
積
聚
に
非
る
無
し
。
而
し
て
國
に
調
稜
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る

　
　
興
作
す
る
あ
ら
ぱ
、
則
ち
叉
甚
重
の
（
利
）
息
を
以
て
敵
國
外
人
に
厄
漏
す
。
是
に
よ
つ
て
計
を
爲
す
、
國
焉
ん
ぞ
大
い
に
困
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
。
然
り
・
紙
幣
は
原
來
斯
う
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
要
な
も
の
で
は
あ
る
。
併
し
中
國
に
於
て
は
、
紙
幣
の
稜
行
は
屡
蓋
却
つ
て
民
生

を
危
殆
に
堕
れ
て
來
て
い
る
。
蓋
し
こ
れ
政
府
當
局
者
流
が
往
々
に
し
て
國
用
の
不
足
を
補
う
爲
め
に
は
、
國
家
の
絶
大
椛
力
菰
よ
つ
て

無
制
限
に
紙
幣
を
毅
行
す
る
も
亦
不
可
な
し
と
し
、
且
つ
そ
れ
を
實
行
し
て
き
た
こ
と
に
由
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
餓
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
肚
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

　
併
し
紙
幣
濫
襲
の
結
果
は
、
必
ず
や
其
債
値
の
下
落
を
招
來
し
、
果
て
は
國
家
肚
會
全
髄
が
其
大
害
を
蒙
る
こ
と
」
な
る
。

　
　
『
－
…
．
案
ず
る
に
、
中
國
は
南
宋
よ
り
以
來
、
國
用
の
乏
絶
に
遇
う
毎
に
、
皆
行
紗
（
紙
幣
登
行
）
を
思
う
。
然
れ
ど
も
往
々
に
し
て
敗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
る
。
道
威
に
至
つ
て
則
ち
鐵
鐘
あ
り
、
當
十
當
百
の
諸
重
寳
の
如
き
、
こ
れ
不
轄
の
室
妙
と
特
り
五
十
歩
百
歩
の
（
相
）
異
の
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
故
に
圓
法
大
い
に
飢
れ
、
而
し
て
國
家
に
於
て
終
に
釜
な
か
り
き
』

　
羅
哲
斯
（
冒
ヨ
霧
国
山
≦
ぎ
6
日
8
匡
知
o
の
Φ
3
）
も

　
　
『
世
俗
の
意
、
お
も
え
ら
く
「
一
國
政
府
は
無
限
の
構
力
を
具
う
る
を
以
て
、
無
よ
り
有
を
生
み
、
楮
幣
，
（
紙
幣
）
を
製
し
て
民
間
に

　
　
永
々
流
行
せ
し
め
、
何
時
た
る
を
問
わ
ず
轄
じ
て
眞
幣
と
爲
す
べ
し
」
と
。
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
一
丘
の
酪
の
如
く
、
誤
り
を

　
　
知
ら
ざ
る
者
幾
何
國
家
ぞ
。
幸
に
し
て
今
我
が
欧
洲
の
諸
政
治
家
梢
≧
計
學
（
経
濟
學
）
に
明
ら
か
に
し
て
、
重
ね
て
覆
轍
を
尋
ぬ
る

　
　
を
致
さ
ず
。
議
院
中
こ
の
読
を
學
げ
つ
ろ
う
も
の
あ
る
も
、
人
々
狂
言
た
る
を
知
り
、
利
口
あ
り
と
難
も
（
上
手
な
こ
と
生
旨
つ
て
も
）

　
　
　
　
　
く
ら
ま
　
（
述
）

　
　
衆
聴
を
焚
す
莫
し
』

と
言
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
尤
も
吾
人
の
三
思
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
や
中
國
も
此
数
年
來
（
日
清
戦
争
前
後
の
頃
を
指
す
）
財
政
極
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き

窮
迫
せ
る
折
柄
、
復
叉
此
難
局
を
紙
幣
稜
行
に
よ
つ
て
打
開
す
べ
し
と
す
る
説
が
連
り
に
所
謂
時
務
の
士
の
間
に
唱
道
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

愼
重
の
考
慮
も
無
く
輕
々
に
之
を
行
わ
ん
か
、
釜
｝
民
衆
の
苦
患
を
増
す
こ
と
㌧
な
ろ
う
と
て
、

　
　
『
近
五
六
年
來
、
中
國
大
鍛
数
去
起
り
、
軍
費
と
賠
款
の
諸
費
い
き
お
い
將
に
堪
え
ざ
ら
ん
と
す
。
吾
恐
ら
く
は
捜
括
足
ら
ず
、
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
淺
夫
不
學
の
徒
あ
り
、
更
に
國
家
に
勧
め
て
此
覆
轍
を
踵
が
し
め
な
ぱ
、
則
ち
民
生
焦
然
と
し
て
日
を
終
え
ざ
ら
ん
』

と
云
い
、
更
に

’



　
　
あ
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

　
　
『
嵯
夫
、
不
仁
者
の
國
の
爲
め
に
計
（
財
政
）
を
主
る
や
、
其
詐
を
行
う
亦
多
術
な
り
夷
。
新
幣
を
鋳
て
輕
き
を
以
て
重
く
名
け
、
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
い
は
寳
紗
を
印
造
し
無
に
命
じ
て
有
と
作
す
が
如
き
、
所
詮
は
漏
臓
飢
を
救
う
（
と
一
般
）
、
貧
に
於
て
救
い
な
く
、
混
々
大
い
に
飢

　
　
る
。
之
を
前
史
に
観
る
に
、
こ
れ
と
事
同
じ
き
も
の
、
皆
叔
季
の
世
、
慶
敵
の
朝
に
在
り
、
以
て
豊
み
る
べ
き
な
り
夷
。
響
舞
（
自

　
　
分
が
幼
い
頃
）
の
日
を
憶
う
に
、
閾
中
（
編
建
－
巌
復
の
出
身
地
）
の
大
吏
鐵
銭
を
鋳
、
旬
日
の
間
に
貧
富
位
（
置
）
を
易
え
、
田
宅
の

　
　
典
質
せ
る
者
紛
々
と
し
て
取
墳
（
質
う
け
）
す
。
嘗
て
は
亘
資
を
有
し
、
而
し
て
窮
困
自
存
せ
ざ
る
に
至
る
者
、
こ
れ
鹸
が
親
し
く
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と

　
　
る
所
の
者
な
り
。
此
時
に
當
り
幾
ん
ど
大
翫
に
至
ら
ん
と
す
。
幸
に
其
令
罷
め
ら
れ
た
る
も
、
而
も
其
害
を
受
く
る
は
長
し
。
鳴
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
焉
ん
ぞ
仁
人
上
に
在
り
、
民
の
恒
産
を
制
し
、
罪
無
き
者
を
し
て
籍
没
の
調
を
蒙
ら
し
む
る
者
あ
ら
ん
や
』

と
。
之
を
要
す
る
に
、
紙
幣
の
濫
螢
は
勿
論
、
新
貨
幣
を
鑛
造
し
、
輕
貨
を
以
て
重
貨
に
、
又
悪
貨
を
以
て
良
貨
に
易
え
、
接
つ
て
以
て

國
用
の
不
足
を
填
補
し
よ
う
と
す
る
が
如
き
は
、
蕾
に
事
に
於
て
濟
い
無
き
の
み
な
ら
ず
、
反
つ
て
國
民
経
濟
に
大
害
を
も
た
ら
す
と
言

う
の
で
あ
る
。
而
し
て
之
が
補
救
策
と
し
て
、
嚴
復
は
新
し
い
銀
行
制
度
の
確
立
の
必
要
を
提
侶
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
て

は
次
の
民
生
問
題
の
條
に
於
て
述
べ
る
。

三
　
民
生
問
題

中
國
の
民
生
問
題
ー
農
工
商
業
の
状
態
、
其
敏
陥
及
補
救
策
等
に
就
て
は
、
嚴
復
は
其
著
書
、
主
と
し
て
原
富
の
案
語
其
他
に
於
て
、

そ
れ
ぞ
れ
關
聯
あ
る
箇
慮
で
、
欧
洲
諸
國
と
比
較
し
つ
㌧
之
に
言
及
し
て
帆
る
。

　
今
其
等
を
通
覧
し
て
、
嚴
復
が
中
國
の
農
工
商
業
の
實
態
を
如
何
に
観
、
又
其
敏
陥
に
封
し
て
如
何
な
る
救
濟
策
を
勘
案
し
て
い
た
か

　
　
　
　
　
撮
復
の
中
國
財
政
紹
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
＝
檎
大
學
研
究
年
報
　
杜
曾
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

を
順
次
考
察
し
て
い
つ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
農
工
商
の
逼
塞
と
塞
補
救
策

　
L
　
農
　
　
業
　
　
中
國
は
地
大
物
博
に
し
て
、
古
來
農
を
以
て
國
を
立
て
、
歴
代
の
帝
王
皆
男
子
の
力
田
を
奨
働
し
來
つ
た
が
、
時

勢
の
進
展
を
考
慮
し
て
、
其
生
産
技
術
の
改
良
進
歩
を
企
求
す
る
よ
う
な
こ
と
は
無
か
つ
た
。
井
田
の
制
魔
れ
て
よ
り
以
來
、
唐
宋
の
諸

國
の
如
き
、
却
つ
て
古
代
の
太
李
を
想
望
し
て
先
王
経
濟
の
破
壊
を
惜
し
み
、
其
罪
を
商
君
に
蹄
し
て
之
を
責
め
る
と
い
う
風
で
あ
つ
た
。

然
る
に
西
洋
諸
國
は
近
代
以
來
科
學
の
襲
達
に
件
い
、
農
耕
の
こ
と
亦
往
く
と
し
て
科
學
を
慮
用
し
機
械
を
用
い
ざ
る
は
無
い
。
「
則
ち

天
澤
と
地
力
と
人
功
の
三
者
」
皆
之
を
活
用
す
る
に
努
め
、
其
結
果
今
日
の
牧
獲
昔
日
の
そ
れ
に
比
ぶ
れ
ば
、
實
に
倍
徒
も
菅
な
ら
ず
、

現
在
縁
畝
の
民
（
農
民
）
を
五
百
年
以
前
と
比
較
す
る
に
、
其
敷
に
於
て
檜
加
し
て
い
る
課
で
は
な
い
、
が
而
も
出
す
所
の
穀
食
に
至
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て
は
優
に
往
昔
に
五
倍
す
る
に
至
つ
て
い
る
。

　
も
と
「
農
は
百
業
の
根
本
、
百
産
の
宗
で
あ
り
、
商
工
業
の
駿
達
も
、
こ
れ
に
原
料
を
仰
ぐ
こ
と
に
侯
つ
も
の
が
多
い
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

さ
れ
ぱ
中
國
も
近
代
的
農
業
技
術
の
稜
達
を
は
か
り
、
先
ず
増
産
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
只
當
面
の
中
國
に
於
て
、
集
約
農
法
（
嚴
復
は
之
を
「
小
町
精
耕
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
）
を
可
と
す
る
か
、
若
し
く
は
速
急
に
機
械
化
に

よ
る
大
農
法
（
之
に
は
綬
田
汽
耕
の
語
を
用
い
て
い
る
）
を
採
る
べ
き
か
、
こ
れ
は
世
局
一
般
の
進
運
と
睨
み
合
せ
て
其
時
宜
に
よ
る
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
2
1
）

と
で
、
今
遽
か
に
一
偏
の
論
は
な
し
難
い
と
し
て
い
る
。
蓋
し
當
時
一
部
に
中
國
の
現
實
、
民
度
等
に
拘
わ
ぬ
像
り
に
も
進
歩
的
論
議
を

爲
す
も
の
が
あ
つ
た
の
を
警
め
ん
と
す
る
底
意
も
あ
つ
た
ら
し
い
。

　
且
　
工
　
　
業
　
　
工
業
に
就
て
は
、
先
ず
中
國
が
國
内
に
豊
富
な
る
原
料
を
藏
し
＼
而
も
工
業
生
産
に
於
て
落
伍
せ
る
こ
と
を
指



摘
し
、

　
　
『
中
國
は
生
貨
（
原
料
、
未
精
製
品
）
甚
だ
多
く
、
而
し
て
工
廠
は
皆
外
國
に
在
り
。
民
業
の
進
ま
ざ
る
、
殆
ん
ど
之
に
由
る
。
各
國
椙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
忌
み
條
約
を
立
て
、
外
人
の
製
造
所
を
是
邦
に
設
く
る
を
許
さ
ず
、
一
切
の
機
器
の
用
、
工
作
の
巧
、
亦
之
を
習
う
に
由
無
し
』

　
　
と
云
い
、
叉

　
　
『
案
ず
る
に
、
生
財
能
事
（
筥
。
倉
＆
語
宕
≦
9
の
課
語
）
の
大
（
を
は
か
る
）
は
計
學
（
経
濟
學
）
最
要
の
（
趣
）
旨
、
故
に
功
力
の

　
　
（
一
魯
o
目
の
認
驕
）
　
廉
は
必
し
も
庸
（
≦
茜
霧
）
率
の
高
低
の
中
に
求
む
べ
か
ら
ず
。
時
あ
つ
て
か
庸
傘
大
な
り
と
錐
も
其
工
（
費
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ

　
　
は
廉
、
時
あ
つ
て
か
費
少
し
と
難
も
亦
共
生
財
能
事
は
劣
る
あ
り
。
能
事
大
な
ら
ぱ
庸
率
大
な
り
と
雄
も
何
ぞ
傷
え
ん
や
。
由
來
一

　
　
貨
の
成
る
其
中
必
ず
最
費
の
功
あ
り
、
製
作
者
機
器
を
以
て
代
え
ん
と
欲
す
る
塵
亦
此
に
於
て
最
も
急
と
な
す
。
機
成
れ
ば
物
償
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

　
　
減
ず
る
も
の
常
に
等
無
し
。
他
國
の
民
其
能
く
天
下
の
利
椹
を
探
り
て
旦
暮
に
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
、
亦
こ
」
に
在
り
』

と
論
き
、
生
産
コ
ス
ト
の
引
下
げ
は
、
必
し
も
勢
銀
の
底
廉
の
み
に
よ
つ
て
期
す
べ
か
ら
ず
、
又
其
生
産
能
奪
如
何
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
鼓
に
こ
そ
機
械
の
数
用
は
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
諸
外
國
の
能
く
工
業
に
よ
つ
て
利
盆
を
得
、
遽
か
に
追
随
を
許
さ

な
い
原
因
は
こ
」
に
在
る
こ
と
を
論
じ
、
中
國
の
特
に
努
力
す
べ
き
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
3
商
業
嚴
復
に
撮
れ
ば
、
中
國
は
農
工
商
何
れ
に
於
て
も
其
襲
達
は
遅
れ
て
い
る
が
、
其
拗
同
は
農
工
に
於
て
難
く
、
商

業
に
於
て
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
日
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

　
　
『
云
う
所
の
農
工
商
三
業
の
困
し
み
は
、
之
を
中
國
に
求
む
る
に
幾
ん
ど
地
と
し
て
こ
れ
無
き
は
無
し
。
地
の
開
け
ざ
る
必
し
も
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

　
　
北
の
み
に
あ
ら
ず
、
呉
蘇
財
富
の
匠
と
難
も
往
々
に
し
て
是
り
。
二
十
鹸
口
（
貿
易
港
）
の
出
す
と
こ
ろ
大
抵
は
生
貨
、
則
ち
工
業
は

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
畢
研
究
年
報
　
敢
會
晶
学
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

　
　
ほ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
り

　
　
幾
ん
ど
あ
る
こ
と
無
し
。
但
に
衰
と
の
み
な
ら
ん
や
。
彼
に
來
舟
あ
り
て
我
に
去
（
ゆ
く
）
筏
無
し
。
即
ち
綜
・
茶
の
大
利
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
も
亦
他
國
が
其
市
を
奪
う
を
鎗
し
、
未
だ
其
由
つ
て
然
る
所
以
を
一
考
せ
ず
。
官
は
民
の
爲
に
謀
ら
ず
民
は
己
が
爲
に
謀
ら
ず
、
國

　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ム

　
　
自
ら
（
人
口
）
庶
し
、
而
し
て
理
財
の
計
は
一
に
天
運
の
自
然
に
任
す
と
せ
ば
、
貧
に
し
て
弱
か
ら
ん
の
み
。
不
幸
に
非
ら
ん
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

　
　
篇
か
に
謂
え
ら
く
、
補
救
の
施
（
策
）
は
農
工
に
於
て
難
く
商
に
於
て
易
し
』

と
言
つ
て
い
る
。

　
蝕
に
「
補
救
の
施
（
策
）
は
農
工
に
於
て
難
く
、
商
に
於
て
易
し
」
と
言
う
の
は
、
か
る
が
故
に
商
業
立
國
と
か
、
特
に
商
業
に
重
鮎

を
置
く
べ
き
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
の
考
え
か
ら
そ
う
云
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
只
農
工
商
三
業
の
中
に
就
て
言
え
ぱ
、
當
時
既
に
各

國
人
間
に
在
つ
て
共
商
才
を
認
め
ら
れ
た
中
國
人
と
し
て
は
、
商
業
の
稜
達
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
こ
と
を
言
つ
た
迄
で
あ
る
。
が
、

此
意
味
で
は
、
嚴
復
は
國
際
貿
易
に
も
望
み
を
か
け
、

　
　
『
國
家
は
東
西
各
國
に
於
て
、
既
比
使
臣
を
遣
し
て
其
國
に
居
け
り
。
閑
暇
に
及
ん
で
は
其
國
に
鋪
魯
す
べ
き
華
貨
を
訪
求
す
。
数

　
　
年
の
後
自
ら
輪
舟
を
置
き
各
國
に
蓮
鋪
す
べ
し
。
母
財
（
資
本
）
誠
に
少
け
れ
ば
、
先
づ
其
微
な
る
を
妨
げ
ず
、
其
利
侍
む
べ
き
を
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

　
　
つ
て
而
る
後
徐
ろ
に
之
を
擁
充
す
。
他
族
の
璽
断
を
怯
い
無
窮
の
利
源
を
開
く
。
後
の
人
に
於
て
望
み
あ
ら
ざ
る
能
わ
ざ
る
な
り
』

と
て
、
其
漸
進
的
稜
展
を
計
る
べ
き
を
期
待
し
て
い
る
。

　
併
し
又
、
「
理
財
の
計
を
一
に
天
運
に
任
す
」
が
如
き
こ
と
な
く
、
眞
に
商
業
の
機
展
を
企
豊
せ
ん
に
は
、
鐘
幣
の
不
統
一
・
砂
業
の
棄

飢
の
改
善
、
新
式
銀
行
制
度
や
交
通
等
々
、
根
本
的
に
は
産
業
一
般
及
其
組
織
の
焚
達
の
基
礎
の
上
に
於
て
こ
そ
、
そ
れ
が
期
待
さ
れ
得

べ
き
こ
と
は
嚴
復
の
随
庭
に
反
覆
唱
道
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



　
で
、
次
に
は
特
に
其
一
般
的
民
生
補
救
ー
國
民
維
濟
改
良
ー
1
策
と
看
ら
れ
る
彼
の
所
論
を
以
下
拾
つ
て
み
よ
う
。
，

　
　
　
　
　
　
　
二
　
民
生
補
救
一
般
策

　
工
　
職
業
選
澤
の
自
由
　
　
國
家
は
國
民
を
し
て
各
≧
其
個
性
に
慮
じ
自
己
の
才
能
に
適
す
る
職
業
を
自
由
に
選
揮
せ
し
め
、
且
つ
農
、

工
、
一
商
、
學
皆
之
を
卒
等
に
待
遇
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
。

　
由
來
中
國
に
在
つ
て
は
、
歴
代
の
帝
王
専
ら
禮
教
を
尚
び
、
文
人
を
重
観
し
、
惟
士
濁
尊
の
風
を
醸
成
し
て
來
た
。
於
是
俊
傑
の
士
は

皆
相
踏
い
で
詞
林
に
入
り
、
農
工
商
賀
の
各
業
に
從
事
す
る
者
は
大
髄
に
於
て
皆
下
流
人
物
た
る
嫌
い
が
あ
る
こ
と
を
冤
九
な
か
つ
た
が
、

中
國
肚
會
の
貧
窮
を
招
來
し
た
原
因
の
一
つ
は
こ
こ
に
在
つ
た
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
故
に
爾
今
國
家
は
、
「
民
の
生
計
に
就
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

た
だ
宜
し
く
民
の
自
ら
謀
る
を
聴
し
」
、
た
だ
士
の
み
濁
り
奪
し
と
す
る
よ
う
な
政
策
は
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
而
し
て
斯
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

李
等
の
基
礎
の
上
で
、
各
人
を
し
て
自
由
に
其
能
力
を
襲
揮
せ
し
む
る
ぺ
き
で
、
こ
の
「
自
由
謀
業
」
こ
そ
天
演
の
自
然
に
合
う
所
以
で

あ
る
。
若
し
然
ら
ず
し
て
強
い
て
之
を
制
限
し
、
強
い
て
之
を
同
じ
く
す
る
が
如
き
は
事
理
を
知
ら
ざ
る
も
の
、
國
を
滅
す
も
と
で
あ
る

と
て
、

　
　
『
國
家
の
礪
世
摩
鈍
の
権
（
國
家
杜
會
の
進
歩
登
達
の
關
鍵
）
は
、
賢
な
る
者
優
を
得
、
不
肯
な
る
者
劣
を
得
し
む
る
に
在
り
。
か
㌧
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
ば
則
ち
化
民
成
俗
日
に
蒸
り
て
き
わ
ま
り
無
し
。
設
し
張
い
て
之
を
同
じ
く
し
、
民
の
数
を
牧
め
酬
を
取
る
、
賢
と
不
省
と
共
に
異

　
　
る
な
か
し
め
ば
、
甚
し
き
に
至
つ
て
は
或
い
は
不
省
の
道
長
じ
賢
者
の
道
消
じ
、
則
ち
江
河
日
に
下
り
、
滅
種
亡
國
旦
夕
の
間
に
在

　
　
ら
ん
。
何
ぞ
や
、
物
競
の
例
（
生
存
競
争
の
法
則
）
行
わ
れ
、
天
下
を
合
し
て
之
を
論
ず
れ
ぱ
、
強
者
は
終
に
（
生
）
存
に
利
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
弱
愚
は
終
に
滅
ぶ
が
故
な
り
』

　
　
　
　
　
鍛
復
の
中
國
財
政
糎
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
祉
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

と
言
つ
て
い
る
。

　
Z
　
分
工
合
作
（
分
業
と
協
同
）
　
人
汝
各
－
適
才
適
所
に
置
か
れ
、
各
種
職
業
に
從
え
ば
、
鼓
に
良
好
な
る
分
業
の
局
面
は
成
り
立
つ
。

若
し
然
ら
ず
し
て
張
い
て
不
適
當
の
者
を
し
て
不
適
所
に
置
か
ん
か
、
徒
ら
に
劣
し
て
功
は
却
つ
て
　
く
、
漸
く
に
し
て
一
寛
に
淘
汰
さ
る

る
に
至
る
こ
と
必
定
で
あ
る
。
故
に
分
業
に
よ
つ
て
こ
そ
人
は
各
重
其
長
ず
る
所
に
出
で
、
地
も
亦
其
産
の
宜
し
き
所
を
出
し
、
斯
く
て

農
工
商
併
進
し
て
相
互
に
輕
重
の
弊
は
除
去
さ
れ
、

　
　
『
民
生
れ
て
能
ぐ
一
技
を
探
れ
ぱ
、
則
ち
皆
以
て
其
群
（
肚
會
）
に
食
す
る
あ
り
、
聖
智
の
一
世
の
耳
目
た
る
よ
り
、
轄
移
執
事
の
賎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

　
　
に
し
て
且
つ
劣
す
る
者
に
至
る
ま
で
、
皆
其
群
に
慶
す
る
能
わ
ざ
る
所
と
な
る
。
故
に
分
工
交
易
し
て
而
し
て
人
道
奪
き
』

こ
と
と
な
る
。
而
も
元
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
『
分
工
の
局
と
易
事
の
局
は
も
と
相
封
待
す
。
故
に
農
工
商
三
業
皆
相
因
る
の
機
あ
り
、
此
順
彼
逆
な
り
と
謂
う
を
得
ざ
る
も
の
』

で
あ
る
。
故
に
民
の
才
能
の
相
違
、
之
を
却
つ
て
活
か
し
、
而
も
其
勢
力
は
之
を
均
し
か
ら
し
む
れ
ば
、
分
工
合
作
の
實
蝕
に
學
り
、
民

に
不
李
無
く
、
事
々
相
資
け
、
國
家
肚
會
の
大
（
調
）
和
は
期
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
。

　
翫
　
邊
彊
地
方
の
開
機
　
　
邊
地
の
開
稜
は
、
「
警
え
ば
英
國
の
如
き
、
其
厨
地
世
界
に
遍
く
、
之
に
よ
つ
て
母
國
は
更
に
富
ん
で
い
る
。

蓋
し
一
地
を
得
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
商
工
業
接
充
の
範
域
を
ひ
ろ
げ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
只
英
國
の
騒
地
獲
得
は
侵
略
に
よ
る
も
の
、
我
中

國
は
其
手
法
を
學
ぶ
必
要
は
な
い
。
我
國
に
は
人
口
稀
薄
に
し
て
文
化
落
伍
の
廣
大
な
る
邊
地
が
あ
る
。
こ
の
廣
大
な
る
邊
地
を
開
襲
し

て
其
農
工
商
業
を
登
達
せ
し
む
れ
ば
、
た
マ
に
撞
つ
て
以
て
商
工
業
を
培
養
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
又
以
て
同
時
に
國
防
を
輩
固
に
す
る

こ
と
が
出
來
る
」
と
い
う
。
即
ち
法
意
第
十
九
條
第
二
十
七
章
に
於
て



’

『
國
一
属
土
を
得
る
、
徒
ら
に
得
る
に
非
る
な
り
。
持
し
て
失
う
無
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
將
に
必
ず
守
禦
の
事
あ
ら
ん
と
す
。
守

禦
又
徒
ら
に
然
る
に
は
非
る
な
り
。
必
ず
財
賦
あ
り
て
然
る
後
可
な
り
。
此
財
を
し
て
本
國
よ
り
出
で
し
め
ば
、
こ
れ
根
本
を
虚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
や

し
て
以
て
枝
葉
を
實
に
す
る
も
の
、
計
の
得
た
る
も
の
に
非
る
な
り
。
さ
わ
あ
れ
ま
た
費
を
靡
す
所
無
く
其
自
然
に
任
さ
ば
、
其
地

終
古
興
ら
ず
、
こ
れ
清
朝
昔
日
の
墓
湾
及
び
近
時
の
新
彊
・
西
藏
・
蒙
古
・
東
三
省
な
り
。
惟
だ
地
を
得
て
以
て
懲
遷
を
隙
け
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

者
は
然
ら
ず
。
愁
遷
は
日
に
盛
ん
な
る
の
事
な
り
、
日
に
盛
ん
な
り
故
に
共
財
賦
必
ず
盈
つ
。
盈
つ
る
が
故
に
能
く
自
ら
其
守
禦
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
エ

爲
す
。
且
つ
治
化
日
に
開
け
供
求
（
供
給
と
需
要
）
日
に
衆
く
形
成
日
に
固
ま
り
、
其
本
國
且
つ
以
て
無
窮
の
利
に
資
せ
ん
。
こ
れ
吾

國
馨
邊
（
邊
境
経
瞥
）
の
人
の
未
だ
か
つ
て
夢
想
だ
に
せ
ざ
る
所
た
り
』

と
。　

4
　
公
司
制
度
及
び
銀
行
制
度
の
樹
立
　
　
中
國
商
工
業
の
興
隆
を
期
せ
ん
に
は
、
公
司
制
度
の
（
會
社
組
織
）
　
襲
達
が
望
ま
れ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
併
し
又
完
全
な
る
公
司
制
度
な
る
も
の
は
、
民
主
精
紳
の
下
に
於
て
こ
そ
最
も
よ
く
焚
達
し
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と

て
、
法
意
第
二
十
巻
第
四
章
に
於
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
づ
か

　
『
欧
米
の
商
業
公
司
（
會
肚
）
は
、
其
制
度
の
整
備
せ
る
、
殆
ん
ど
民
主
に
異
る
無
し
。
こ
れ
自
ら
立
憲
民
主
の
國
に
生
ず
、
取
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

　
則
ち
遠
か
ら
ざ
る
の
故
な
り
。
專
制
君
主
の
民
は
本
と
李
等
の
観
念
無
し
。
故
に
公
司
の
制
は
中
國
亙
古
よ
り
こ
れ
無
し
。
逓
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
　
　
ロ

　
　
我
國
外
洋
の
富
厚
に
聾
れ
（
耳
目
を
聾
動
し
）
、
由
る
所
を
推
究
し
、
以
て
商
業
多
き
に
在
り
と
爲
し
、
則
ち
相
與
に
其
形
似
を
爲
す
。

　
商
部
（
商
務
省
）
を
設
け
、
商
會
（
商
業
會
議
所
）
を
立
て
、
其
民
を
鼓
舞
し
て
計
を
攣
ず
る
（
紹
濟
を
改
善
す
る
）
を
知
ら
し
む
。
一
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

　
大
利
前
に
在
る
が
若
し
。
吾
民
皆
夢
然
と
し
て
見
る
所
無
く
、
而
し
て
必
ず
上
の
人
之
が
爲
め
に
よ
く
指
示
す
る
を
待
つ
。
顧
う
に

　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
杜
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

　
　
彼
西
人
は
我
を
以
て
天
賦
の
貨
殖
の
民
と
爲
す
。
夫
れ
天
賦
の
貨
殖
の
民
に
し
て
而
も
成
就
（
其
成
績
は
）
た
マ
是
の
如
し
。
則
ち
其

　
　
然
る
所
以
の
故
は
必
ず
や
商
の
能
事
に
在
ら
ざ
る
（
只
あ
き
な
い
が
上
手
と
云
う
ア
Σ
だ
け
で
は
い
け
な
い
）
こ
と
明
か
な
り
』

と
云
い
、
畢
寛
國
民
の
民
主
的
陶
冶
の
必
要
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
新
式
銀
行
制
度
の
設
立
は
、
農
・
工
・
商
業
の
螢
達
に
は
諾
大
の
轄
助
た
る
こ
と
言
う
迄
も
無
い
。
と
こ
ろ
で
、
銀
行
の
最
大
の

利
盆
は
、
國
内
の
資
金
が
よ
く
流
通
し
て
、
其
が
生
産
の
ル
ー
ト
に
も
た
ら
さ
れ
、
凝
滞
し
て
よ
く
其
数
用
を
十
分
に
駿
揮
し
な
い
と
い

う
が
如
き
こ
と
無
か
ら
し
む
る
に
在
る
。
故
に
從
前
は
只
資
本
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
、
利
を
獲
る
こ
と
愈
よ
多
か
つ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
銀
行
制
度
が
出
來
て
以
來
は
、
比
較
的
小
資
本
の
螢
業
と
錐
も
、
銀
行
か
ら
の
借
入
金
に
よ
つ
て
、
殆
ん
ど
大
資
本
に
劣
る
こ
と
無

く
活
動
す
る
こ
と
強
ち
不
可
能
で
は
な
く
な
つ
た
と
て
、
原
富
部
乙
篇
二
の
中
で
．

　
　
『
古
は
惟
だ
母
（
資
本
）
を
出
す
こ
と
多
き
も
の
に
し
て
而
し
て
後
繍
利
厚
し
、
乃
ち
今
は
然
ら
ず
。
今
甲
乙
二
商
あ
り
、
甲
は
財
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ほ
ん

　
　
く
し
て
乙
は
寡
し
。
二
人
業
を
治
む
。
各
≧
母
財
十
萬
を
出
だ
す
。
甲
の
母
た
る
悉
く
家
よ
り
出
づ
。
而
し
て
乙
の
母
た
る
則
ち
其

　
　
家
よ
り
出
づ
る
も
の
僅
か
に
二
、
而
し
て
膝
貸
よ
り
出
づ
る
も
の
八
な
り
。
絵
貸
の
（
利
）
息
は
百
に
値
つ
て
五
（
帥
五
歩
）
な
り
。

　
　
歳
終
に
至
つ
て
磁
（
利
釜
）
を
計
る
に
各
圭
（
一
）
萬
五
千
あ
り
。
こ
れ
甲
は
十
萬
己
れ
に
出
づ
る
の
財
を
以
て
（
一
）
萬
五
千
の

　
　
利
を
獲
、
而
し
て
乙
の
母
は
絵
貸
せ
る
者
什
の
八
、
其
（
利
）
息
四
千
、
是
を
償
う
て
の
蝕
、
（
一
）
萬
一
千
を
得
た
る
な
り
。
然
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
え
ノ

　
　
ば
則
ち
甲
は
十
萬
を
以
て
（
一
）
萬
五
千
を
磁
け
、
乙
は
二
萬
を
以
て
（
一
）
萬
一
千
を
隔
く
。
夫
れ
（
一
）
萬
五
千
の
十
萬
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ

　
　
け
る
、
百
に
十
五
を
得
る
の
率
な
り
。
（
一
）
萬
一
千
の
二
萬
に
於
け
る
、
百
に
五
十
有
五
を
得
る
の
率
な
り
。
疇
え
て
之
を
較
ぶ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ

　
　
に
、
乙
の
臓
率
は
甲
の
磁
傘
を
過
ぐ
る
蓋
し
三
倍
も
管
な
ら
ず
。
多
財
の
質
川
互
必
し
も
善
し
か
ら
ん
や
。
こ
れ
則
ち
古
今
商
情
の
大



　
　
い
に
異
る
も
の
な
り
』

と
言
い
、
更
に
貯
蓄
銀
行
の
制
は
、
よ
く
國
民
の
貯
蓄
に
便
し
、
延
い
て
は
國
家
の
富
張
國
民
の
敏
化
に
ま
で
影
響
す
べ
き
こ
と
を
指
摘

し
、
同
じ
く
部
乙
篇
二
の
う
ち
に
於
て
、

　
　
　
　
バ
ノ
ク

　
　
『
積
曇
版
克
（
帥
貯
蓄
銀
行
、
積
繋
は
現
代
語
の
貯
蓄
、
版
克
は
田
爵
の
課
音
）
は
、
人
の
寄
賄
を
受
け
て
之
に
（
利
）
息
を
與
う
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

　
　
り
。
其
数
甚
だ
微
を
極
め
其
時
至
つ
て
暫
な
る
を
極
む
。
こ
れ
小
民
の
節
蓄
を
勧
め
、
滞
財
の
害
を
怯
い
て
錨
鉄
に
至
る
も
の
な
り
。

　
　
む
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

　
　
往
者
は
小
民
財
あ
る
も
、
謂
え
ら
く
共
数
微
な
り
と
、
毎
に
甚
だ
惜
し
ま
ず
、
則
ち
之
を
不
償
の
地
に
費
す
。
積
繋
版
克
興
り
て
よ

　
　
り
、
於
是
乎
民
蓄
聚
を
樂
し
む
。
数
稔
（
年
）
の
後
、
往
々
に
し
て
窮
管
よ
り
し
て
中
産
の
家
と
な
る
。
既
に
富
め
ば
民
み
な
善
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ソ
ク

　
　
幸
輻
と
な
り
、
風
俗
善
美
な
り
。
是
に
由
つ
て
之
を
観
る
に
、
則
ち
版
克
な
る
も
の
は
、
菅
に
富
國
の
至
術
た
る
の
み
な
ら
ず
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
化
の
行
之
に
寓
せ
ら
る
突
。
（
以
）
後
君
子
あ
り
、
起
ち
て
其
政
を
中
國
に
施
さ
ば
、
功
后
稜
の
下
に
在
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
堂
特
り

　
　
貧
弱
を
轄
じ
て
以
て
富
強
と
爲
す
の
み
な
ら
ん
や
』

と
ま
で
言
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
民
生
補
救
策
拾
遺

　
其
他
嚴
復
の
國
民
経
濟
改
良
に
就
て
關
読
す
る
と
こ
ろ
を
拾
え
ば
、
彼
は
先
ず
過
度
の
節
約
も
奢
修
と
共
に
不
可
た
る
こ
と
を
論
ず
る
。

「
致
富
は
享
富
の
た
め
に
す
る
も
の
、
求
財
は
用
を
足
す
爲
に
す
る
も
の
、
故
に
既
に
富
ん
で
而
も
享
用
せ
ず
、
既
に
財
を
得
て
而
も
之

を
用
い
な
い
の
は
人
生
を
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
民
を
疲
弊
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
奢
修
も
亦
不
可
な
る
は
固
よ
り
言
う

迄
」
も
無
い
。
然
ら
ば
其
標
準
其
節
度
如
何
。
嚴
復
は
原
窟
部
乙
篇
三
の
案
語
に
於
て
先
ず
奢
移
に
就
て
、
几
そ
民
業
に
稗
釜
す
る
と
こ

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
社
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

み
の
有
無
、
こ
れ
が
其
目
安
た
る
べ
き
こ
と
を
言
い
、
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
や

　
　
『
奢
な
る
者
の
稗
す
る
所
は
、
受
恵
の
数
家
に
稗
す
る
而
己
。
一
群
（
鮭
會
）
を
合
せ
て
之
を
論
ず
る
に
至
つ
て
は
、
則
ち
財
耗
さ
れ

　
　
　
か
え

　
　
て
復
ら
ず
、
必
ず
蜴
く
る
の
道
な
り
。
…
…
大
抵
國
の
天
地
に
於
け
る
や
、
民
財
を
耗
し
て
以
て
利
を
生
ぜ
ざ
る
の
功
者
を
養
う
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
え
　
　
た
か

　
　
蓋
し
亦
巳
む
を
得
ざ
る
所
あ
り
。
奇
技
淫
巧
、
宇
を
峻
く
し
藩
に
彫
（
刻
）
し
、
恒
舞
酬
歌
し
、
服
妖
婦
餉
す
る
、
こ
れ
已
む
可
き

　
　
も
の
な
り
。
而
し
て
兵
刑
の
設
、
官
師
の
隷
は
則
ち
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
其
を
し
て
無
か
ら
し
め
ば
、
特
に
鰍
を
長
う

　
　
　
　
　
　
　
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
い
や

　
　
し
て
喪
う
所
滋
≧
多
か
ら
ん
。
…
・
－
今
夫
れ
各
國
歳
に
萬
萬
を
靡
し
海
軍
を
張
り
陸
師
を
治
む
る
は
、
大
抵
自
ら
其
無
道
を
爲
し
、

　
　
而
し
て
人
の
無
道
を
禁
ぜ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
司
季
（
獄
訟
勘
鞠
を
掌
る
）
の
官
の
歳
豫
最
も
厚
く
、
督
工
の
俸
の
功
を
執
る
（
貴
際

　
　
仕
事
を
す
る
）
も
の
よ
り
優
な
る
は
、
几
そ
こ
れ
皆
民
徳
の
侍
む
べ
か
ら
ず
、
侵
欺
す
る
者
繁
き
こ
と
之
を
致
す
な
り
。
』

と
断
じ
、
叉
過
度
の
節
約
を
誠
め
て
は
、
．

　
　
『
理
富
の
術
、
一
國
の
母
財
支
費
相
酌
剤
し
て
盈
虚
を
爲
す
に
あ
り
。
－
・
…
國
の
富
を
務
む
る
も
の
補
民
善
治
す
る
所
以
、
家
の
富
を

　
　
務
む
る
も
の
厚
生
遍
種
す
る
所
以
、
み
な
必
ず
財
の
既
に
用
い
ら
れ
て
而
し
て
後
之
を
得
。
籍
り
て
不
用
を
謂
わ
ば
則
ち
富
を
務
む

　
　
　
　
　
す
さ

　
　
る
の
本
荒
ま
ん
突
。
こ
れ
支
費
の
多
き
を
貴
し
と
な
す
所
以
な
り
。
事
必
ず
長
か
ら
し
む
べ
く
、
而
し
て
必
ず
端
く
る
無
か
ら
ん
こ

　
　
と
を
期
す
る
を
願
う
な
り
。
且
つ
國
の
戸
口
既
に
以
て
日
に
滋
し
。
財
の
物
た
る
亦
必
ず
進
ん
で
以
て
之
が
爲
め
に
相
副
う
。
此
深

　
　
く
憂
え
遠
く
慮
り
、
積
聚
の
民
を
蓋
藏
す
る
、
亦
一
群
の
母
た
る
所
以
な
り
。
財
は
粟
の
如
く
然
り
。
其
専
ら
支
費
を
爾
び
母
財
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
用
を
知
ら
ざ
る
は
、
獲
て
而
し
て
盤
く
食
う
も
の
な
り
。
其
猫
り
母
財
を
重
ん
じ
甚
だ
し
く
支
費
を
音
む
は
牧
む
る
所
を
聡
し
て
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

　
　
て
種
え
ざ
る
を
な
す
も
の
な
り
。
二
者
皆
談
ら
る
。
濁
り
母
財
と
支
費
と
二
者
の
簡
を
曲
剤
し
、
財
を
し
て
共
用
を
失
わ
ざ
ら
し
め
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
而
し
て
其
用
且
つ
降
り
て
愈
｝
紆
ぶ
る
も
の
則
ち
希
く
ば
其
こ
れ
に
近
か
ら
ん
夷
』

と
読
い
て
い
る
。

　
つ
い
で
專
賞
事
業
及
び
公
共
事
業
に
就
て
は
、

　
　
『
享
権
（
欄
占
ヌ
は
專
喪
）
専
利
の
事
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
氏
の
深
く
悪
む
所
と
な
す
。
誠
な
る
哉
そ
の
悪
む
に
足
る
や
。
然
れ
卍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　
　
も
時
あ
つ
て
か
通
（
全
）
國
公
理
を
以
て
論
ず
れ
ば
、
之
を
専
（
賓
）
に
す
る
は
専
（
費
）
に
せ
ざ
る
よ
り
愈
る
。
創
機
（
登
明
）
．
著

　
　
書
の
諸
事
の
如
き
は
國
家
よ
り
專
利
を
例
（
法
律
で
）
許
す
。
専
利
の
不
（
公
）
李
を
致
す
を
知
ら
ざ
る
に
非
る
な
り
。
然
れ
ど
も
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ま

　
　
利
と
せ
ざ
れ
ぱ
則
ち
以
て
奨
働
激
働
す
る
な
し
。
人
之
を
爲
す
な
く
し
て
國
家
の
失
う
所
滋
す
多
か
ら
ん
。
故
に
寧
ろ
之
を
許
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

　
　
り
。
郵
政
電
報
の
諸
事
に
至
つ
て
は
其
利
宜
し
く
國
家
を
以
て
専
に
す
ぺ
し
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

　
　
『
國
功
（
公
共
事
業
）
は
一
群
（
杜
會
ー
國
家
）
の
公
利
と
な
す
。
凡
そ
民
の
自
爲
（
私
督
）
を
鼎
す
ぺ
き
者
は
、
其
道
擾
す
無
き
よ
り
善

　
　
き
は
莫
し
。
こ
れ
中
土
先
聖
の
雅
言
せ
し
所
た
る
の
み
な
ら
ず
、
近
世
計
家
（
脛
濟
學
者
）
の
切
に
誠
む
る
所
た
り
。
只
國
家
の
開
物

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゅ
だ

　
　
成
務
、
民
用
を
前
に
す
る
所
以
の
者
は
又
時
有
つ
て
か
談
（
委
）
ぬ
べ
か
ら
ず
、
談
ぬ
れ
ば
則
ち
其
職
溺
（
堕
落
沈
滞
）
す
。
約
し
て

　
　
之
を
言
え
ば
英
事
三
あ
り
。
一
、
民
を
以
て
之
を
爲
せ
ぱ
費
、
官
を
以
て
之
を
爲
せ
ば
則
ち
廉
な
る
も
の
、
こ
れ
郵
政
電
報
の
如
き

　
　
是
の
み
。
二
、
箪
（
國
家
・
肚
會
）
に
利
す
る
所
大
に
し
て
而
も
民
私
を
顧
み
て
以
て
爲
す
莫
け
ん
と
な
す
も
の
、
こ
れ
學
校
の
庫
田
、

　
　
製
造
の
奨
励
の
如
き
是
の
み
。
三
、
民
、
合
群
（
肚
會
的
協
力
）
を
知
ら
ず
し
て
群
力
な
お
弱
し
、
上
に
在
る
者
．
一
れ
が
先
導
を
な
す

　
　
に
非
れ
ば
則
ち
相
顧
み
て
躊
躇
す
、
こ
れ
師
ち
各
國
互
い
に
異
り
、
而
し
て
亦
時
に
随
つ
て
同
じ
か
ら
ず
、
爲
政
者
必
ず
勘
酌
案
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

　
　
し
、
然
る
後
之
を
な
せ
ば
利
を
得
ん
の
み
』

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
紹
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
，
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
杜
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

と
言
う
。
爾
つ
い
で
に
嚴
復
は
西
洋
の
自
由
主
義
経
濟
、
資
本
主
義
生
産
の
能
率
に
は
深
い
憧
撮
を
寄
せ
つ
つ
、
併
し
叉
同
時
に
富
の
集

中
、
及
ぴ
そ
れ
か
ら
將
來
さ
れ
る
肚
會
的
勢
力
の
不
均
等
の
問
題
に
就
て
も
其
弊
害
に
注
意
し
、

　
　
『
二
百
年
來
、
西
洋
は
格
物
測
算
の
學
行
わ
れ
て
よ
り
、
製
造
の
精
密
亙
古
よ
り
未
だ
有
ら
ざ
る
所
、
民
生
日
用
の
機
殆
ん
ど
往
く
と

　
　
し
て
用
い
ざ
る
無
し
。
加
う
る
に
電
郵
．
汽
舟
．
鐵
路
の
三
者
、
共
能
事
以
て
六
合
の
大
を
牧
む
る
に
足
り
、
之
を
一
二
人
の
掌
握

　
　
に
蹄
し
て
鯨
り
あ
り
。
こ
れ
民
生
の
交
通
に
盆
あ
り
と
雛
も
、
而
も
ま
た
大
に
好
雄
の
塑
断
に
利
あ
り
。
璽
断
既
に
興
る
、
則
ち
民

　
　
の
貧
富
貴
賎
の
懸
隔
ま
す
ま
す
遠
し
。
（
只
）
幸
に
し
て
其
國
政
の
施
、
李
等
自
由
を
以
て
宗
旨
と
な
す
。
張
豪
盛
ん
な
り
と
難
も
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紛
）

　
　
役
使
横
暴
の
風
無
き
所
以
な
り
。
而
し
て
貧
富
の
差
は
之
を
李
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
と
難
も
終
に
術
無
し
突
』

と
附
言
す
る
こ
と
は
忘
れ
て
い
な
い
。

四
　
中
外
通
商
問
題

　
　
　
　
　
　
　
一
　
自
由
貿
易
論

　
嚴
復
は
外
國
貿
易
に
封
し
て
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
説
を
承
け
て
、
自
由
貿
易
論
者
で
あ
つ
た
と
言
え
る
。

　
　
『
自
由
貿
易
と
は
他
な
し
、
其
國
の
地
利
、
民
力
の
二
者
、
出
貨
の
能
を
蓋
し
、
商
買
の
公
李
な
る
競
孚
を
自
由
に
し
、
以
て
物
産
を

　
　
至
廉
た
ら
し
む
る
の
み
。
凡
そ
日
常
の
入
用
品
、
民
の
之
を
得
る
甚
（
容
）
易
な
る
こ
と
水
火
の
如
し
。
，
夫
れ
か
く
の
如
く
，
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腿
）

　
　
其
君
富
ま
ず
其
治
隆
ら
ざ
る
者
殆
ん
ど
あ
ら
ざ
る
な
り
』

と
云
う
。
彼
は
外
國
貿
易
な
る
も
の
は
、
本
來
當
事
國
何
れ
に
と
つ
て
も
利
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
西
洋
の
重
農
主
義
者
と
か
、
當
時



の
中
國
の
政
府
當
道
乃
至
士
大
夫
の
間
で
も
盛
ん
に
主
張
せ
ら
れ
た
干
渉
政
策
に
は
賛
成
で
な
か
つ
た
。
蓋
し

　
　
『
…
…
故
に
几
そ
貿
易
の
中
、
意
偏
私
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
禁
制
を
立
て
、
享
権
（
濁
占
、
專
費
）
沮
抑
の
（
所
）
爲
の
如
き
、
民
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訪
）

　
　
て
學
手
禁
に
鰯
れ
、
移
足
科
を
犯
さ
し
む
る
も
の
、
皆
物
産
を
し
て
騰
貴
し
前
数
に
反
せ
し
む
る
も
の
な
り
』

と
は
、
一
般
に
嚴
復
の
一
商
業
乃
至
貿
易
観
で
あ
る
。
故
に

　
　
『
進
出
（
輸
出
入
）
の
差
の
正
負
を
孚
い
、
斯
に
保
商
の
政
（
保
護
政
策
鷲
0
8
＆
8
）
、
内
に
優
に
し
外
を
抑
う
る
の
術
雲
の
如
く
起

　
　
る
。
夫
れ
保
商
の
力
昔
は
英
國
に
過
ぐ
る
も
の
に
あ
ら
ん
や
。
外
輸
の
奨
あ
り
、
製
還
（
沸
い
戻
し
U
巴
騨
≦
び
暫
。
寄
）
の
視
あ
り
、
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
メ
リ
カ

　
　
運
の
條
例
あ
り
、
こ
れ
皆
抵
制
の
た
め
に
設
く
る
な
り
。
而
し
て
英
是
を
以
て
富
を
加
え
ず
、
延
い
て
は
縁
つ
て
美
洲
を
失
え
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る

　
　
ス
ミ
ス
の
読
出
で
て
よ
り
乃
ち
商
買
亦
此
類
の
政
は
、
名
は
之
を
保
つ
と
日
え
ど
も
、
實
は
之
を
困
し
め
、
一
時
一
家
の
獲
あ
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ふ

　
　
錐
も
而
も
一
國
長
久
の
利
喪
う
所
滋
圭
多
き
を
知
る
。
是
に
於
て
翁
然
と
し
て
之
に
反
し
、
而
し
て
主
客
度
利
す
。
…
－
．
保
商
専
利

　
　
の
諸
政
は
、
既
に
大
公
至
正
の
規
に
非
ず
、
而
し
て
又
國
中
商
業
の
稜
達
を
沮
遇
す
る
に
足
る
。
是
を
以
て
計
（
経
濟
）
を
言
う
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
（
3
6
）

　
　
銘
然
と
し
て
之
を
非
と
す
。
之
を
非
と
す
る
誠
に
是
な
り
』

と
言
つ
て
い
る
。
か
な
り
搬
底
し
た
自
由
貿
易
論
と
謂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
於
て
、
當
時
の
所
謂
漏
庖
の
説
に
封
し
て
も
、
嚴

復
は
大
方
の
論
者
と
は
全
く
其
見
解
を
異
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
漏
厄
説
の
否
定

　
漏
庖
の
読
と
は
、
嚴
復
が

　
　
『
漏
庖
の
論
は
道
威
以
來
今
に
至
る
も
未
だ
史
ま
ず
。
夫
れ
所
謂
漏
庖
と
は
他
無
し
、
印
ち
巻
出
（
輸
出
入
）
の
差
、
負
（
マ
イ
ナ
ス
）

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
紹
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
杜
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

　
　
に
し
て
金
銀
の
國
外
に
流
出
す
る
の
説
な
り
。
こ
れ
林
文
忠
魏
黙
深
よ
り
近
世
諸
賢
に
至
る
ま
で
皆
固
持
し
て
深
く
信
ず
る
者
な

、
　
（
御
）

　
　
り
』

と
言
つ
て
い
る
よ
う
に
、
外
國
貿
易
に
よ
つ
て
中
國
の
金
銀
が
多
量
に
國
外
に
流
出
す
る
こ
と
を
憂
う
る
も
の
で
、
こ
れ
は
嚴
復
の
言
の

如
く
、
林
文
忠
、
魏
黙
深
を
初
め
清
末
朝
野
の
識
者
の
誰
彼
に
よ
つ
て
最
も
喧
し
く
論
議
さ
れ
た
問
題
の
一
つ
で
あ
つ
た
。

　
併
し
嚴
復
は
此
等
の
意
児
に
封
し
て
、
金
銀
を
所
藏
す
る
こ
と
の
多
寡
は
、
實
は
以
て
國
の
貧
富
を
分
く
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
と

し
て
之
を
斥
け
る
。

　
彼
は
共
理
由
を
先
ず
實
際
歴
史
の
上
か
ら
説
明
し
て
、

　
　
『
誠
に
必
ず
金
銀
多
く
し
て
而
後
富
む
と
爲
さ
し
め
ば
、
則
ち
西
班
牙
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
宜
し
く
後
に
強
國
た
り
、
而
し
て
メ
キ
シ

　
　
コ
・
ペ
ル
ー
は
前
に
大
國
た
る
ぺ
き
に
、
何
ぞ
皆
窟
再
鱗
杞
く
、
而
し
て
卒
然
富
強
を
稽
す
る
、
却
つ
て
英
㌧
淘
ス
諸
邦
の
一
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腿
）

　
　
金
銀
鑛
無
き
も
の
に
在
る
か
。
愚
人
と
錐
も
宜
し
く
以
て
悟
る
べ
し
夷
』

と
云
い
、
更
に
之
を
理
論
の
上
か
ら
謹
明
し
て
、

　
　
『
國
に
金
多
し
と
難
も
、
必
し
も
富
む
と
爲
さ
ず
、
此
理
至
つ
て
明
か
な
り
。
蓋
し
易
中
の
物
た
る
、
猫
博
進
の
簿
（
躇
博
の
際
受
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
　
　
　
　
ま
こ
と

　
　
し
す
る
計
算
の
具
）
の
如
し
。
簿
少
く
代
多
き
、
箋
多
く
代
少
き
、
名
く
る
所
に
在
り
。
簿
の
實
に
貴
く
實
に
賎
な
る
に
は
非
る
な

　
　
り
。
國
家
食
糧
増
さ
ず
、
而
し
て
徒
ら
に
金
銀
珠
玉
を
積
む
を
務
む
、
こ
れ
何
ぞ
博
者
の
今
日
一
簿
値
い
す
る
所
多
き
を
見
、
他
日

　
　
更
に
博
す
る
に
則
ち
多
く
此
簿
を
具
う
る
を
見
て
富
と
な
す
に
異
ら
ん
や
。
簿
の
既
に
多
き
、
其
當
る
所
の
者
必
ず
以
て
少
き
を
悟

　
　
ら
ざ
る
な
り
突
。
夫
れ
博
者
の
貧
富
は
籠
の
能
く
す
る
所
に
非
ず
、
猫
國
の
貧
富
は
金
銀
の
能
く
す
る
所
に
非
る
が
如
し
。
此
理
達



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
せ
ず
、
故
に
通
商
を
言
え
ば
則
ち
徒
ら
に
進
出
の
相
抵
る
を
争
い
金
銀
を
得
れ
ば
則
ち
鹸
り
あ
り
と
爲
し
、
貨
を
得
て
は
則
ち
不
足

　
　
と
な
す
。
與
に
蕨
事
を
言
い
て
、
黄
白
（
金
銀
）
の
鑛
あ
る
を
聞
け
ば
則
ち
畝
羨
を
生
じ
、
煤
（
石
炭
）
鐵
の
鑛
に
言
及
す
れ
ぱ
則
ち

　
　
　
（
3
9
）

　
　
鄙
夷
す
』

と
言
つ
て
い
る
。
印
ち
金
銀
は
嚴
復
の
所
謂
「
易
中
」
、
寛
り
交
換
の
媒
介
手
段
た
る
に
過
ぎ
ず
、
實
際
直
接
の
所
謂
「
食
貨
」
で
は
な
い
。

從
つ
て
金
銀
を
藏
す
る
こ
と
だ
け
が
一
國
の
富
を
構
成
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
嚴
復
は
更
に
中
國
が
海
禁
を
解
い
て
諸
國
と
の
通
商
を
開
始
し
て
以
來
の
實
状
を
見
れ
ば
、
金
銀
は
昔
よ
り
遙
か
に
増
加
し
て
居
り
、

決
し
て
漏
厄
の
論
を
爲
す
者
の
言
う
よ
う
に
澗
渇
し
て
來
て
は
い
な
い
、
今
日
金
銀
の
値
の
下
落
し
て
い
る
事
實
は
、
印
ち
寧
ろ
金
銀
が

壇
加
し
て
居
り
、
決
し
て
梯
底
し
て
い
る
の
で
は
な
い
鐙
左
で
あ
る
と
て
、

　
　
『
吾
國
通
商
以
來
、
二
品
（
金
銀
）
の
多
き
こ
と
實
に
往
者
よ
り
も
大
い
に
進
む
。
士
大
夫
の
外
交
（
外
國
と
の
交
易
）
を
論
ず
る
や
、

　
　
往
々
に
し
て
其
實
を
張
り
て
（
誇
張
し
て
）
其
利
を
忘
る
。
今
日
金
銀
の
値
を
観
る
に
、
乾
（
隆
）
嘉
（
慶
）
時
の
三
分
の
一
に
（
匹
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
が
ら

　
　
敵
せ
ず
、
以
て
知
る
べ
き
の
み
。
吾
が
輩
日
々
に
漏
庖
を
言
う
も
、
眞
に
漏
厄
た
ら
し
め
ば
、
宜
し
く
群
國
蒲
條
、
民
物
彫
敵
久
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
か
ら
ん
突
。
夫
れ
然
り
、
堂
そ
れ
然
ら
ん
や
』

と
論
じ
て
い
る
。

　
つ
い
で
、
然
ら
ば
中
國
の
封
外
貿
易
に
し
て
、
毎
年
多
額
の
金
銀
の
海
外
流
出
を
績
け
、
斯
く
の
如
く
に
し
て
年
を
経
る
と
す
れ
ば
、

中
國
國
内
の
金
銀
終
に
喪
盤
の
憂
い
を
生
ず
る
よ
う
な
こ
と
は
無
い
の
か
と
の
反
駁
に
封
し
、
嚴
復
は
之
に
慮
え
て
、
「
若
し
中
國
の
金
銀
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が

殊
に
銀
が
減
少
す
れ
ば
、
中
國
の
銀
貨
は
必
ず
昂
る
、
と
同
時
に
外
國
で
は
銀
の
手
持
ち
が
増
加
す
る
か
ら
、
外
國
に
在
つ
て
は
銀
債
は

　
　
　
　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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一
橋
大
學
研
究
年
報
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研
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九
〇

必
然
下
落
す
る
。
從
つ
て
外
商
は
其
銀
を
携
え
て
中
國
に
來
り
、
以
て
中
國
の
貨
物
を
探
　
（
買
付
）
す
れ
ば
必
ず
儲
か
る
筈
で
あ
る
。

「
斯
く
て
各
國
の
銀
が
復
又
中
國
に
還
流
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
要
は
金
銀
も
亦
一
種
の
貨
物
た
る
こ
と
を
會
得
す
れ
ば
、
貨
物
流

通
の
自
然
性
に
よ
つ
て
、
金
銀
も
亦
移
動
す
る
こ
と
が
到
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
論
者
の
云
う
が
如
き
金
銀
澗
渇
の
問
題
は
多
く
懸
念
す
る

必
要
は
無
い
の
で
あ
る
。
結
局
今
の
中
國
、
時
勢
を
論
ず
る
者
達
が
計
學
（
紹
濟
學
）
を
究
め
ず
、
金
銀
も
亦
貨
物
の
一
種
た
る
の
理
を
　

え
ざ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
徒
ら
に
抵
制
の
説
を
爲
す
の
で
あ
る
。
」
と
し
頂

　
　
『
欧
洲
の
商
人
東
方
貿
易
に
從
事
し
、
多
く
は
銀
を
載
せ
來
つ
て
鹸
貨
少
し
。
こ
れ
僅
か
に
初
通
（
の
頃
）
然
り
と
爲
す
の
み
に
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
げ

　
　
ず
、
今
に
至
る
も
革
ら
ず
。
韓
近
各
國
金
を
以
て
準
（
本
位
）
と
な
す
を
以
て
、
（
其
事
）
釜
ぐ
属
し
さ
を
加
う
。
こ
れ
た
ビ
に
銀
の

　
　
利
を
得
る
こ
と
多
き
が
故
の
み
に
非
ず
、
亦
吾
人
が
銀
を
受
く
る
を
喜
び
、
他
貨
を
欣
ば
ざ
る
が
故
な
り
。
故
に
今
に
至
つ
て
商
務

　
　
を
言
う
も
の
、
爾
輸
出
の
土
貨
多
く
、
輸
入
の
洋
貨
少
き
を
佳
徴
と
な
す
。
夫
れ
輸
出
の
貨
多
く
、
楡
入
の
貨
少
く
ぱ
、
其
鯨
す
所

　
　
固
よ
り
銀
多
し
。
（
然
れ
ど
も
）
彼
若
し
金
銀
も
亦
貨
た
る
を
知
ら
ぱ
、
進
出
の
間
所
謂
有
鯨
と
不
及
無
く
、
多
少
（
何
れ
）
と
も
相

　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
）

　
　
抵
（
バ
ラ
ン
ス
す
）
る
な
り
。
而
し
て
業
進
め
る
國
は
輸
出
入
二
者
倶
に
多
き
の
み
。
抵
制
の
盲
読
、
疹
あ
る
に
ち
か
㌧
ら
ん
か
』

と
言
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
中
外
通
商
の
大
勢
と
其
前
途
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
嚴
復
が
抵
制
の
論
を
斥
け
て
盲
説
と
な
す
所
以
は
、
蓋
し
叉
以
て
自
由
貿
易
こ
そ
世
界
の
大
勢
の
趨
く
所
と
見
る
が
故
で
あ
る
。
目
く
、

　
　
『
中
外
の
通
商
は
、
海
禁
弛
み
て
よ
り
以
來
、
自
然
の
需
要
（
要
求
）
に
値
う
も
の
、
抑
止
せ
ん
と
す
る
も
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
欧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ム

　
　
西
各
國
は
工
商
焚
達
し
、
積
蓄
歳
に
廣
く
、
母
財
日
に
多
く
、
利
潤
低
下
す
。
是
を
以
て
新
田
開
焚
、
製
造
の
精
巧
化
を
は
か
り
、

、



　
　
或
い
は
異
國
に
資
材
を
貸
與
し
て
、
其
業
を
興
さ
穿
る
を
得
ず
。

　
　
　
今
中
國
は
過
庶
（
人
口
過
多
）
に
し
て
富
ま
ず
、
而
し
て
國
中
興
す
べ
き
新
業
最
も
多
く
し
て
、
而
も
其
事
行
わ
れ
ず
。
こ
れ
浮
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
さ
ど

　
　
（
海
外
渡
航
）
の
華
工
日
に
釜
ぐ
多
き
所
以
に
し
て
、
各
國
争
つ
て
中
國
の
鑛
（
山
）
（
鐡
）
路
を
圭
ら
ん
と
す
る
者
亦
此
が
爲
め
の

　
　
解

　
　
『
今
の
英
ア
知
力
諸
國
、
皆
優
を
以
て
劣
に
研
つ
。
而
し
て
中
國
は
之
に
反
す
。
彼
の
我
と
通
ず
る
、
最
も
利
を
得
。
こ
れ
海
禁
既
に

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

　
　
開
け
て
西
よ
り
祖
く
も
の
日
に
盛
ん
に
月
に
熾
ん
に
し
て
、
鐵
牡
湯
池
と
錐
も
距
つ
能
わ
ざ
る
な
り
』

と
。
印
ち
外
國
は
豊
富
な
る
資
本
の
、
有
利
な
は
け
口
を
求
め
て
海
外
毅
展
を
謀
り
、
兵
力
と
財
を
惜
し
ま
ず
以
て
世
界
の
市
揚
を
争
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

中
國
は
地
大
物
博
の
故
に
今
や
却
つ
て
各
國
角
逐
の
揚
と
な
つ
て
い
る
。
中
國
と
し
て
は
洵
に
痛
嘆
に
値
い
す
る
局
勢
で
は
あ
る
が
、
ア
一

れ
が
世
界
の
大
勢
必
然
の
動
向
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
此
大
勢
に
逆
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
出
路
は
之
に
逆
う
所
に
無
く
し
て
、
寧
ろ

之
に
順
慮
し
而
も
之
を
我
に
有
利
に
鱒
同
せ
し
め
て
ゆ
く
所
に
こ
そ
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
今
や
世
界
の
大
勢
の
お
も
む

く
所
を
遠
い
眼
を
以
て
眺
む
る
な
ら
、
自
分
は
今
後
商
業
の
中
心
は
必
ず
や
お
い
お
い
西
よ
り
し
て
東
に
移
る
べ
き
こ
と
を
信
ず
る
も
の

で
あ
る
。
蓋
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
ま

　
　
『
廿
世
紀
以
降
は
地
大
く
粛
厚
き
も
の
こ
そ
文
明
富
庶
の
鍾
る
所
と
な
る
べ
く
、
然
ら
ば
則
ち
富
内
に
雄
た
る
も
の
、
震
旦
（
中
國
）

　
　
　
　
　
　
メ
リ
ケ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

に
非
れ
ば
印
ち
美
利
堅
た
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
』

と
て
、
中
國
の
前
途
に
望
み
を
囑
し
て
い
る
。

　
併
し
又
、
同
時
に
目
前
列
國
の
窺
観
下
に
晒
さ
れ
た
中
國
と
し
て
、
そ
こ
に
到
る
間
の
困
難
を
想
つ
て
は
、

　
　
　
　
　
撮
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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橋
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學
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肚
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九
二

　
　
『
そ
れ
中
國
は
今
に
於
て
弱
國
た
り
と
難
も
、
，
而
も
終
に
外
人
の
嚴
に
揮
る
所
た
り
、
而
し
て
（
彼
等
外
人
は
）
子
孫
の
爲
に
憂
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
エ

　
　
も
の
二
事
あ
る
を
恐
る
。
一
に
日
く
土
地
廣
大
、
物
産
浩
博
、
二
に
曰
く
民
庶
く
而
も
勤
、
苦
し
ん
で
生
を
治
む
る
こ
と
。
此
二
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
を
以
て
資
と
な
し
、
設
し
他
日
有
能
な
る
者
そ
の
先
路
を
導
か
ば
、
通
商
を
以
て
言
わ
ん
か
、
則
ち
物
財
を
軸
じ
て
熟
貨
（
精
製
品
）

　
　
と
な
す
に
、
其
本
は
輕
く
債
は
廉
、
以
て
彼
の
欧
人
の
市
を
奪
つ
て
絵
り
あ
り
。
兵
職
を
以
て
言
わ
ん
か
、
則
ち
堅
忍
戦
に
耐
え
、

　
　
則
ち
人
怒
心
を
懐
く
、
連
鶏
棲
を
爲
す
（
列
國
が
狭
隆
の
地
域
の
内
で
競
争
し
て
相
互
に
牽
制
し
合
う
）
者
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
ら
ん

　
　
と
。
而
し
て
此
二
者
の
う
ち
前
者
こ
そ
尤
も
歌
人
の
忌
む
こ
こ
ろ
、
故
に
（
中
國
）
今
日
の
故
歩
自
封
は
笑
畿
鄙
夷
す
と
難
も
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
も
實
は
則
ち
彼
の
薦
祀
し
で
以
て
求
む
る
（
酷
望
す
る
）
所
た
り
。
設
し
一
旦
わ
が
民
智
日
に
進
み
、
天
其
衷
を
誘
い
、
幡
然
と
し
て

　
　
之
を
改
め
な
ぱ
、
吾
知
る
、
彼
方
は
其
沮
力
を
奮
つ
て
以
て
我
と
一
旦
の
命
を
孚
は
ん
。
其
必
ず
坐
覗
し
て
以
て
我
が
精
進
を
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ム

　
　
さ
穿
る
、
又
灼
然
と
し
て
知
る
べ
き
の
み
夷
。
墜
乎
二
三
十
年
以
後
、
も
し
黄
炎
の
種
族
（
郎
中
華
民
族
）
に
し
て
猶
以
て
自
存
す
る

　
　
に
足
ら
ば
、
則
ち
吾
の
彼
と
力
孚
す
る
所
以
の
も
の
、
方
に
熾
ん
な
ら
ん
。
後
來
の
基
祉
を
立
つ
る
は
難
か
ら
ず
、
當
前
の
阻
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

　
　
去
る
は
難
し
。
當
前
の
阻
力
を
去
る
は
難
し
、
而
し
て
前
人
の
失
計
を
救
う
は
乃
ち
尤
も
難
し
』

と
誠
め
、
爾
更
に
語
を
つ
f
け
て

　
　
『
顧
う
に
此
敷
十
年
の
間
に
、
將
に
瓜
分
破
砕
さ
れ
ん
か
、
抑
竜
旦
夕
に
筍
延
し
て
瓦
全
せ
ん
か
、
存
亡
の
機
、
間
髪
を
容
れ
ず
。
天

　
　
心
の
向
う
所
を
覗
る
、
亦
深
く
四
萬
萬
（
四
億
）
人
心
民
智
に
係
ら
ん
乎
。
今
後
の
憂
は
將
に
た
サ
に
中
國
洪
荒
以
來
未
だ
有
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
る
所
、
其
大
に
し
て
且
つ
異
る
、
實
に
五
洲
全
地
を
合
ね
て
之
を
爲
さ
ん
。
夫
れ
堂
不
倭
雇
々
の
智
の
よ
く
逆
暗
し
て
預
め
策
す
る

　
　
所
な
ら
ん
哉
。



　
　
　
然
り
と
難
も
知
る
べ
き
も
の
あ
り
。
日
く
、
天
地
に
順
う
者
は
存
し
、
天
に
逆
う
者
は
亡
ぶ
。
天
と
は
何
ぞ
や
、
自
然
の
機
必
至

　
　
の
勢
な
り
。
今
を
閲
し
古
を
考
え
、
格
物
し
て
致
知
し
、
心
ず
其
實
を
求
め
、
而
し
て
後
已
む
者
、
几
そ
此
を
爲
す
の
み
。
…
…
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卿
）

　
　
黙
の
圖
存
に
志
あ
る
の
士
そ
れ
深
く
こ
の
所
謂
天
な
る
も
の
を
識
れ
』

と
言
つ
て
い
る
。
知
ら
ず
今
日
の
人
此
等
の
言
を
見
て
如
何
な
る
感
懐
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

五
　
交
通
問
題

　
交
通
が
國
家
肚
會
、
國
民
生
活
の
維
持
螢
展
に
重
大
干
係
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
そ
こ
で
清
末
に
も
、
輪
船
（
汽
船
）
、
電
報
、

郵
政
、
鐵
路
（
鐵
道
）
を
以
て
富
彊
の
要
事
と
し
て
盛
ん
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
又
頭
初
の
論
者
の
中
に
は
、
鐵
道
の
開
通
は

船
戸
、
車
馬
薦
夫
、
旅
館
業
者
等
多
く
の
人
々
の
職
業
を
奪
う
も
の
と
し
て
、
其
建
設
に
反
封
す
る
者
が
却
々
絶
え
な
か
つ
た
。
嚴
復
は

之
に
…
封
し
て
、
原
富
中
に
於
て
、

　
　
『
嚢
に
關
内
外
鐵
軌
未
だ
興
ら
ざ
る
の
時
、
士
庶
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
皆
頭
う
、
鐵
軌
行
わ
る
れ
ば
則
ち
小
民
舟
車
を
業
と
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
（
4
8
）

　
　
食
を
断
ん
と
。
然
れ
ど
も
（
鐵
）
道
通
じ
て
以
來
、
舟
車
の
数
増
し
て
倍
薩
せ
り
。
事
数
期
す
る
所
と
反
す
る
此
の
如
し
』

と
て
、
中
國
に
漸
次
鐵
道
の
敷
設
は
進
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
が
、
其
等
の
地
域
に
於
て
の
實
際
の
経
過
は
右
の
論
者
の
言
が
杷
憂
に
過
ぎ

な
い
の
を
讃
明
し
つ
㌧
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
且
つ
交
通
は
経
濟
の
血
管
で
あ
り
、
農
産
物
、
工
業
製
造
品
等
の
流
通
移
動
を
便
に
し
、

却
つ
て
其
等
の
生
産
を
刺
激
塘
進
せ
し
め
、
商
業
も
從
つ
て
亦
稜
達
の
運
に
恵
ま
る
ぺ
き
こ
と
、
し
か
の
み
な
ら
ず
、
交
通
の
稜
達
は
政

治
禮
教
に
も
影
響
す
る
こ
と
大
に
し
て
、
墜
法
の
爲
め
に
も
寧
ろ
好
箇
の
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
就
ち
日
く
、

　
　
　
　
　
巌
復
の
中
國
財
政
紹
濟
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く

　
　
『
識
者
農
を
務
む
る
を
知
り
て
、
閉
關
鎖
國
の
読
を
な
し
、
又
一
切
の
電
報
、
鐡
軌
、
通
商
の
こ
と
皆
深
く
悪
み
て
痛
絶
せ
ん
と
す
。

　
　
貨
を
し
て
地
に
出
で
て
、
通
ず
る
莫
か
ら
し
む
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
國
家
今
甚
だ
鉦
（
額
な
る
）
欺
（
か
ね
）
を
簿
（
旺
面
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
し
、
以
て
車
牛
を
備
え
、
子
種
を
借
り
、
屋
盧
を
民
の
た
め
に
（
購
）
置
す
る
と
も
、
民
之
を
爲
す
こ
と
二
三
稔
に
し
て
委
て
㌧
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ム

　
　
を
去
る
こ
と
又
自
若
（
李
然
）
た
ら
ん
。
墜
夫
、
理
財
の
道
、
「
通
」
の
一
言
以
て
之
を
蔽
う
に
足
る
夷
。
今
の
貧
を
憂
う
る
者
、
日

　
　
に
國
富
を
求
め
、
而
も
其
の
通
を
爲
す
を
悪
む
。
こ
れ
馨
者
日
に
坂
補
の
剤
（
滋
養
補
給
の
藥
）
を
進
め
、
而
も
病
人
の
二
濃
を
塞
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狙
）

　
　
と
何
ぞ
異
ら
ん
。
是
の
如
く
に
し
て
人
を
殺
さ
マ
る
は
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
』

　
叉
郵
政
に
就
て
も

　
　
『
國
家
の
利
は
傳
郵
の
日
に
盛
に
し
て
、
羨
鯨
（
剰
蝕
金
）
の
日
に
優
な
る
に
あ
り
。
而
し
て
齊
民
の
利
は
書
札
の
様
通
晋
問
の
霊
便

　
　
に
在
り
。
こ
れ
其
合
（
致
）
す
る
者
な
り
。

　
　
　
　
　
　
わ
づ

　
　
然
れ
ど
も
微
か
に
異
る
も
の
あ
り
、
國
家
は
常
に
郵
資
（
郵
便
料
金
）
の
輕
減
を
恐
る
、
謂
え
ら
く
減
す
れ
ば
則
ち
財
賦
を
妨
げ
ん
と
。

　
　
而
し
て
民
は
則
ち
謂
え
ら
く
郵
政
の
設
は
ま
さ
に
民
に
便
す
る
を
以
て
要
義
と
す
べ
し
。
且
つ
書
札
の
交
通
は
事
民
智
に
關
す
。
故

　
　
に
郵
資
は
減
ず
べ
く
ん
ば
當
に
減
ず
べ
く
、
且
つ
資
減
ず
る
も
郵
多
け
れ
ば
國
家
亦
未
だ
嘗
て
失
わ
ざ
る
な
り
と
。
こ
れ
其
異
る
者

　
　
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
　
之
が
爲
め
に
其
説
を
折
中
す
る
に
民
議
優
れ
り
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

と
云
う
。
爾
交
通
が
民
智
開
螢
、
政
治
禮
敏
に
影
響
し
、
從
つ
て
ま
た
攣
法
蓮
動
に
も
關
係
す
べ
き
こ
と
に
就
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
わ
い

　
　
『
鍼
軌
既
に
開
か
る
れ
ば
則
ち
攣
法
の
こ
と
期
せ
ず
し
て
至
る
。
智
者
は
事
に
先
つ
て
以
て
防
を
爲
す
、
則
ち
往
く
と
し
て
福
な
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
ざ
る
は
な
し
。
闇
者
は
時
至
つ
て
而
も
爲
さ
ず
、
將
に
大
挾
を
蒙
ら
ん
。
天
は
嚢
せ
ざ
る
者
の
爲
め
に
塞
か
ら
ざ
ら
ん
や
、
地
は
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
（
況
）

　
　
ら
ざ
る
者
の
爲
め
に
沐
ら
ざ
ら
ん
や
（
天
は
自
ら
助
く
る
者
を
助
く
）
、
恵
吉
逆
凶
は
是
の
如
き
の
み
』

と
言
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
あ
　
と
　
が
　
き

　
　
嚴
復
の
中
國
財
政
経
濟
論
議
は
以
上
を
以
て
蝸
き
る
と
は
言
え
な
い
が
、
只
構
文
の
都
合
上
、
其
或
る
も
の
は
他
の
箇
虎
に
蒐
録
せ
ざ
る
を
得
な
か

　
　
っ
た
。
荷
其
所
読
に
就
て
の
月
且
に
至
っ
て
は
多
く
之
を
今
後
の
機
會
に
倹
ち
度
い
。

（（（（（（（（（（（1110987654321
）））））））））））

原
富
、
第
七
二
四
面
案
籍

〃
　
　
部
戊
篇
二

〃
　
　
第
九
三
七
両
案
語

〃
　
　
第
九
四
四
面
案
語

嚴
幾
道
文
紗
巻
五
、
上
皇
帝
萬
言
書

原
富
、
第
九
二
四
面
案
語

〃
　
　
第
六
四
二
両
案
語

法
意
、
第
ニ
ニ
巻
第
一
二
面
案
語

慶
雨
改
元
以
後
は
斯
』
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

原
富
、
第
二
〇
七
雨
案
語

交
換
の
媒
介
物
の
意

　
嚴
復
の
中
國
財
政
纏
濟
論

（
1
2
）
　
原
富
、

（
1
3
）
　
〃

（
1
4
）
　
〃

（
1
5
）
　
〃

（
1
6
1
7
）
　
〃

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

〃〃〃〃〃〃

第
三
二
九
面
案
語

部
乙
篇
二

第
三
〇
二
面
案
語

部
戊
篇
二
、
第
八
三
九
面
案
語

　
〃

　
〃
’
　
　
　
第
九
六
二
面
案
語

第
二
一
四
面
案
語

部
乙
篇
五

部
丙
篇
四

第
三
六
四
面
案
語

部
甲
篇
八

九
五
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〃
　
　
第
三
六
五
面
案
語

〃
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
第
三
四
六
－
三
四
七
面
案
語

〃
　
　
第
一
四
九
－
一
五
〇
面
案
語

〃
　
　
部
甲
篇
二
末
段

〃
　
　
第
三
七
八
面
案
語

〃
　
　
第
三
五
〇
面
案
需

〃
　
　
第
四
七
九
面
案
語

〃
　
　
第
七
二
四
両
案
語

皇
朝
経
世
丈
新
編
巻
一
、
第
五
六
頁

原
富
、
第
六
三
六
面
案
誘

〃
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
例
事
例
三
－
四
面

〃
　
　
第
四
七
八
面
案
語

〃
　
　
第
五
一
一
＝
1
五
三
二
面
案
語

〃
　
　
部
甲
篇
［
一
案
語

法
意
　
第
一
二
巻
第
五
四
四
面
案
語

原
富
　
第
二
三
二
百
案
語
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法
意

原
富
、

〃〃〃〃〃〃〃〃

第
二
二
巻
第
二
四
面
案
語

第
一
〇
四
面
案
語

第
五
八
四
面
血
朱
語

第
六
二
〇
面
案
語

第
六
四
三
－
六
四
四
面
案
語

第
六
四
四
面
案
語

第
一
七
四
面
案
語

第
八
五
八
－
八
五
九
面
案
語

第
四
七
八
面
案
籍

第
五
三
一
ー
五
三
二
面
塞
｛
籍

九
六


